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港区基本計画（素案）に寄せられた区民意見に対する区の考え方 

 

 

１ 意見数  
  

 件数 

（１）区民意見募集（インターネット、持参等）により寄せられた意見 

   募集期間：令和５年１１月１１日～同年１２月１１日 

   人  数：２９人（うちインターネット２１人、持参４人、ファックス３人、郵送１人） 

７４件 

（２）区民説明会での参加者意見 

   開催期間：令和５年１１月１５日～同月２３日 開催回数：１１回 

   人  数：１０６人（芝２３人、麻布１４人、赤坂８人、高輪４４人、芝浦港南１７人） 

８１件 

（３）みなとタウンフォーラム説明会での意見 

   開催期間：令和５年１１月１３日～同年１２月４日 

   開催回数：９回 

６１件 

計 ２１６件 

※ 港区基本計画（素案）及び地区版計画書（素案）は、合同で区民説明会を実施しました。 

※ 件数は、複数の内容を含んだ区民意見を分割した後の件数です。 

※ 地区版計画書（素案）に寄せられた意見は含みません。 

 

２ 意見への対応状況  

 

対応状況 件数 区民意見募集 区民説明会 
みなとタウン 

フォーラム 
1 意見を反映し、計画素案を修正したもの ８件 ４件 ３件 １件 

2 計画素案の記載の中で趣旨を反映しているもの ８９件 ２２件 ３５件 ３２件 

3 計画素案では記述していないが、既存事業等で対応しているもの ５８件 ２６件 ２２件 １０件 

4 意見の内容が対応できないもの ０件 ０件 ０件 ０件 

5 区政に対する要望等として受けたもの ６１件 ２２件 ２１件 １８件 

計 ２１６件 ７４件 ８１件 ６１件 

 



※掲載順は、主な該当分野ごとにまとめ、同種の区民意見別に並べた上で、対応状況の順に掲載しています。

部 課

1 街づくり

持続可能なエリアマネジメント活動を行って
いくため、民間事業者等による維持管理やに
ぎわいづくりに対し、規制緩和や手続きの簡
素化、道路・公園等の占用料減免など支援し
てほしい。「港区エリアマネジメントガイド
ライン」は、柔軟に改定できる仕組みを整え
るべき。

インター
ネット

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策２の主な取組２「エリアマネジメントの推進」
において、地域住民、企業、地域団体などと連携し、公共
的空間などの活用を促進することで、地域の個性を生かし
たにぎわいづくりなど、地域の魅力・価値を向上させる地
域主体のエリアマネジメント活動を促進する旨を示してい
ます。また、現在策定中の「港区エリアマネジメントガイ
ドライン」では、地域の魅力・価値の向上に資するエリア
マネジメント活動において、公共的空間を利活用できる認
定制度を示すなど、今後も、地域へのにぎわい活動の創出
や地域コミュニティの醸成等を促します。

2

2 街づくり

安易なタワーマンションへの再開発はやめて
ほしい。人口密度は全国上位の水準であり、
子どもも増えているが子育てしやすいとはい
えず、人工樹を増やしても緑あふれるまちと
は感じない。タワーマンションはマネー・ロ
ンダリングに利用されるおそれもある。

インター
ネット

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策１の主な取組１「まちの将来像の実現に向けた
取組の推進」において、住民、事業者、行政などがまちの
将来像を共有し、誰もが安全で安心して住み続けられるま
ちづくりに連携して取り組むことが必要である旨を示して
います。「港区まちづくりマスタープラン」では、将来都
市像として住み続けられるまちを掲げており、港区緑と水
の総合計画、港区住宅基本計画等の関連個別計画も含め、
うるおいのあるまちをめざしてまいります。

2

3 街づくり

多様性をうたっているが、外国人やＬＧＢＴ
Ｑばかりでまちの多様性を訴えていない。同
じような建物や景観ばかりつくる再開発を推
進することは賛同できない。

インター
ネット

街づくり支
援部

都市計画課

「港区まちづくりマスタープラン」では、景観に関する取
組方針として「地域資源をいかした景観の形成」「地域の
街並み特性に応じた景観形成」と示しており、地域特性に
応じたまちづくりを推進していきます。

2

区の考え方等
対応
状況

区民意見 区分
回答部署

区民意見募集（インターネット、持参等）により寄せられた意見

No
主な該当
分野

【対応状況欄の凡例】
１ 意見を反映し、計画素案を修正したもの ２ 計画素案の記載の中で趣旨を反映しているもの
３ 計画素案では記述していないが、既存事業等で対応しているもの
４ 意見の内容が対応できないもの ５ 区政に対する要望等として受けたもの
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

4 街づくり

高輪４丁目は、周辺エリアの開発の機運が高
まっている一方で取り残されている現状があ
る。防災機能や安全性の向上を図るため、周
辺の開発事業者に対して地域住民の意見を聴
くように指導するなど、一体的なまちづくり
を推進するよう誘導する必要がある。

インター
ネット

街づくり支
援部

都市計画課

「港区まちづくりマスタープラン」では、「都市開発諸制
度等を活用した開発事業等により、老朽化した小規模建築
物などを更新し、地域に不足している道路・公園などの公
共施設の整備や都市機能の導入などの一体的な再編整備を
計画的に誘導します」と示しており、街区周辺の開発の契
機に合わせ、事業者を適切に誘導していきます。

2

5 街づくり

高輪地区の北部の緑被率は低く、かつ、再開
発が急速に進んでいる地域もある。高輪地区
版計画書（素案）や三田・高輪地区まちづく
りガイドラインでも高輪地区北部への対応が
不足しているように感じる。

インター
ネット

高輪地区総
合支所
街づくり支
援部

まちづくり
課
都市計画課

高輪地区の北部には古川があり、港区緑と水の総合計画で
は、古川に面する敷地において緑化を図り、地域に親しま
れる水辺空間の形成を進めることとしております。開発事
業等のまちづくりの機会を捉え、緑で潤う水辺空間の連続
化に努めています。また、地域事業の高輪みどりでつなが
るプロジェクトでは、古川沿いの白金公園の花壇に、種か
ら育てた花苗を近隣保育園の園児と一緒に植えつけるな
ど、みどりの普及・啓発に努めています。

2

6 街づくり

計画事業にカナルサイド高浜の建替えがある
が、シティハイツ高浜がカナルサイド高浜の
一部であることや建替えの関係性が分から
ず、注釈を追記してほしい。

インター
ネット

街づくり支
援部

住宅課 ご指摘を踏まえ、注釈を追記しました。 1

7 街づくり

区として地籍調査を完遂するうえでの目標等
を計画として策定し、適切な予算措置を行い
迅速に調査を進めるべき。また、従後土地の
登記においては、国土調査法第１９条第６項
の代行申請を推進すべき。

インター
ネット

街づくり支
援部

土木管理課

地籍調査の完遂計画は定まっておりませんが、年度ごとに
対象地区を定めた１０か年計画に基づき、随時見直しを行
いながら着実に調査を進めています。また、「国土調査法
第１９条第６項」の代行申請については、他自治体の事例
等の情報収集に努めてまいります。

3

8 街づくり

歴史的にも文化財として価値が認められてい
る高輪築堤や田町駅近くで見つかった鉄道施
設などは保存して、新たな観光資源として活
用できるように検討してほしい。

ＦＡＸ
街づくり支
援部

開発指導課

高輪築堤の取扱いについては、学識経験者を中心とした検
討委員会が対象地の開発事業者により立ち上げられ、調査
方法や保存方法の検討が行われています。高輪ゲートウェ
イ駅前の開発においては、既に調査結果を踏まえて一部現
地保存や移築保存を行うことが決定しており、見学施設や
情報発信施設の整備を含め、高輪築堤を活用したまちづく
りの具体的な検討が進められています。今後の周辺開発エ
リアにおいても、高輪築堤等の出土状況に応じ、検討委員
会での検討を踏まえた上で、区として適切に対応してまい
ります。

3

3



部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

9 街づくり

神宮外苑の再開発に伴う樹木の伐採はやめて
ほしい。開発事業者からの伐採許可申請を許
可しないでほしい。緑の保全というだけでな
く、歴史的景観、観光資源としても守っても
らいたい。

ＦＡＸ
街づくり支
援部

開発指導課

神宮外苑地区内の樹木の伐採は、東京都風致地区条例に基
づく許可が必要です。区の許可基準では、「支障となる木
の伐採は最小限に止め、伐採した後は積極的に植栽するこ
と」などを定めており、事業者から伐採の許可申請があっ
た場合には、条例や許可基準にのっとり、厳正に審査して
まいります。また、港区景観計画では神宮外苑銀杏並木景
観形成特別地区に指定しており、歴史のある銀杏並木が演
出する、四季の彩りと風格ある眺望景観を区の観光資源と
しても保全してまいります。

3

10 街づくり

田町駅から品川駅へのまちづくりについて、
高輪築堤の保存に消極的であり、また、ビル
建設は海風をさえぎり、地球温暖化にも影響
を与える。今から引き返すことができるとこ
ろは引き返すべき。

ＦＡＸ 街づくり 開発指導課

高輪築堤の取扱いについては、学識経験者を中心とした検
討委員会が対象地の開発事業者により立ち上げられ、調査
方法や保存方法の検討が行われています。高輪ゲートウェ
イ駅前の開発においては、既に調査結果を踏まえて一部現
地保存や移築保存を行うことが決定しており、見学施設や
情報発信施設の整備を含め、高輪築堤を活用したまちづく
りの具体的な検討が進められています。また、本開発で
は、東京都が策定している「品川駅・田町駅周辺まちづく
りガイドライン」に示された風の道確保の方針に基づき、
各建物の南北方向の隣棟間隔を確保するとともに、一部街
区において建物の高さを抑えた計画となっています。

3

11 街づくり

白金一丁目の再開発は連続して行われている
が、まちを出た人も多く、にぎやかになるど
ころか、商店街も少なくなってしまった。コ
ミュニティの視点からきちんと事後評価を
行ってほしい。

ＦＡＸ 街づくり 開発指導課

社会状況の変化を踏まえ、事後評価委員会の委員からは、
脱炭素社会の実現に向けた取組の推進など、事後評価制度
の評価基準について再検討を求める声が上がっています。
このため、区は今年度、現在の評価基準の課題の抽出と見
直しの方向性について検討を進め、来年度に評価基準を見
直します。また、見直しに当たり、エリアマネジメントな
どのコミュニティ形成の視点を取り入れることを検討して
います。

3

4



部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

12 街づくり

市街地再開発事業について、本当に地域の人
の発意なのか。開発事業者の発意ではない
か。具体例を教えてほしい。私たちの税金を
使うべきではない。

ＦＡＸ 街づくり 開発指導課

市街地再開発事業は、多くの権利者の方々が長い年月をか
けて話合いを重ね、権利者の合意形成を図り、事業化に
至っています。例えば、虎ノ門・麻布台地区では、地域の
課題となっている旧耐震の建築物や細街路を解消するとと
もに、道路や公園などの都市基盤の整備や、高低差のある
地形を解消するバリアフリー化に配慮した歩行者通路の整
備等を進めています。防災機能や安全性、利便性の向上に
貢献する公共性の高い市街地再開発事業の実現のため、地
権者保護の観点から、市街地再開発事業への補助金は必要
と考えております。

3

13 街づくり

多様化している移動ニーズにきめ細やかに対
応するため、ＭａａＳの活用、超小型モビリ
ティやパーソナルモビリティのみならず、デ
マンド交通や自動運転等を含め幅広い交通手
段を検討していくよう、記載すべき。

インター
ネット

街づくり支
援部

地域交通課
現在も検討を行っているため、具体的にデマンド交通や自
動運転などを検討するという文言を追記します。

1

14 街づくり

電動アシスト自転車が歩道をスピードを出し
て走行しており、しばしば危険を感じる。マ
ナーを向上するように管轄の警察署と共同で
特別な対策を取ってほしい。

ＦＡＸ
街づくり支
援部

地域交通課

区ホームページやＳＮＳなどを活用した啓発活動を行って
おり、今後も所轄警察署やシェアリング事業者と連携し
て、街頭での交通安全キャンペーンを実施するなど、交通
ルールの普及・啓発に取り組んでまいります。

2

15 街づくり
自転車専用道路を確保するため、建物やマン
ション建設の際には荷物を積み下ろすスペー
スをつくること。

持参
街づくり支
援部

地域交通課

東京都駐車場条例により、一定規模を超える事務所や店舗
等には、荷捌き駐車場の設置が義務付けられています。大
規模民間開発の際には、周辺道路の混雑緩和や安全な通行
を確保するため、荷捌き駐車場の設置を要請しておりま
す。

3

16 街づくり

三田通りに自転車専用道路が整備されたこと
はありがたいが、車が駐車されることも多
く、自転車は危険である。道路をつくるだけ
でなく、対策を考えてほしい。

持参
街づくり支
援部

地域交通課
自転車専用道路における違法駐停車の指導については、所
轄警察署に取り締まりを要請してまいります。

5

17 街づくり
移動に不便な地域を解消すること。長年見捨
てられた地域には高齢者が多く居住してい
る。

ＦＡＸ
街づくり支
援部

地域交通課
現在、白金・白金台地域を含めた高輪地域における新たな
交通手段として、ＪＲ東日本とＫＤＤＩとの試験導入に向
け、協議を進めております。

2
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

18 街づくり

港区コミュニティバスの運行について、白金
台２丁目地区から高輪地区総合支所に行く経
路は一日に数本の都営バスしかなく不便を感
じている高齢者がいる。不便を解消するた
め、この地域にコミュニティバスを走らせる
ことを検討してほしい。

ＦＡＸ
街づくり支
援部

地域交通課

コミュニティバスは、鉄道や路線バスを補完する路線とし
て設定しているものです。そのため、新たな路線を設定す
ることは困難な状況です。また、近年、ちぃばすの運転士
が不足しており、現状維持も厳しい状況です。今後、交通
を取り巻く環境が大幅に改善された際には、改めて検討を
していきます。

5

19 街づくり

白金台、白金、三田５丁目地域にちぃばすを
走らせてほしい。白金台地域の人達からは１
０年近く前に陳情が出されており、住民の願
いに一刻も早く応えてほしい。

ＦＡＸ
街づくり支
援部

地域交通課

コミュニティバスは、鉄道や路線バスを補完する路線とし
て設定しているものです。そのため、新たな路線を設定す
ることは困難な状況です。また、近年、ちぃばすの運転士
が不足しており、現状維持も厳しい状況です。今後、交通
を取り巻く環境が大幅に改善された際には、改めて検討を
していきます。

5

20 街づくり

区有施設は２１時３０分まで利用できるが、
施設の前から発車するちぃばすの最終時間は
早く、乗車できるように延長してほしい。赤
坂区民センターの利用者は困っている。

ＦＡＸ
街づくり支
援部

地域交通課
ちぃばすの運行時間は、事業者が運行本数と収支のバラン
スを考慮し設定しています。また、運転士不足により現状
では新たに夜間の増発することは困難な状況です。

5

21
防災・生
活安全

今後、大きな災害の発生が予想されているた
め、区役所と総合支所の体制強化を検討する
必要がある。

持参
防災危機管
理室

防災課

区は、地震の規模等に応じて、区内や近隣区などに居住す
る職員が災害時に直ちに災害対策本部や災害対策地区本部
に参集できるよう、それぞれ非常配備態勢の職員として任
命しております。夜間・休日等の発災時には、災害対策住
宅居住職員が直ちに参集し、地域防災協議会と協力して避
難所の開設等を行う態勢を確保しております。入居者に
は、地域住民として、防災訓練等の地域活動に積極的に参
加することを促しています。また、災害対策住宅に住む職
員等を中心に、新たに構築する地域災害情報システムを活
用し、災害対策本部の設置や被害情報の収集などの訓練を
実施し、初動態勢や災害応急対策に関する業務遂行能力の
向上を図っています。今後も区の職員が積極的に地域の一
員として災害時に行動できるように努め、発災時に主体的
な初動対応ができるよう取り組むことで、区の発災時の体
制強化に努めてまいります。

2
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

22
防災・生
活安全

一時滞在施設における備蓄品の枯渇への対応
策について示してほしい。また、自助・共
助・公助の観点から、避難所や一時滞在施設
への物資補給だけでなく、可能な限り在宅避
難ができるよう、家庭への備蓄品の支援等を
併せて検討すべき。

インター
ネット

防災危機管
理室

防災課

一時滞在施設の備蓄品の補助制度については、東京都と区
で事業者負担がなくなるようにしています。在宅避難につ
いては、家庭における備蓄の必要性を啓発するとともに備
蓄が進んでいない携帯トイレを全世帯へ配布し、支援をし
ています。

2

23
防災・生
活安全

白金の丘学園の防災備蓄倉庫に白金地区防災
協議会の役員が出入りできるようにしてほし
い。現況はその都度協働推進課に連絡して呼
び出してきてもらうというやり方であり、非
常時も中へ入ることができない。

郵送
高輪地区総
合支所

協働推進課

発災時に防災備蓄倉庫の物品を速やかに使用できる体制を
整えることは重要と認識しています。一方、鍵の管理につ
いては、倉庫が学校の敷地内に設置されているため不特定
多数の人が出入りすることはセキュリティの観点から好ま
しくありません。今後、区と地域防災協議会や学校と意見
交換し、適切な鍵の管理体制を整備します。

5

24
防災・生
活安全

防災訓練について、防災関係者や医師、衛生
士、企業、ボランティアなど、地域を巻き込
み、被災した地域の学びを生かしながら発展
させてほしい。

ＦＡＸ
防災危機管
理室

防災課

各地区で行う総合防災訓練については、多様な地域住民が
参加しやすく、地域特性を踏まえた内容を充実するため
に、防災士、事業所、関係団体等と連携し、実施していま
す。

2

25
防災・生
活安全

公衆電話の使い方や紐の結び方、風呂敷の活
用方法など、子どもたちに役立つ防災教育を
すべき。

ＦＡＸ
防災危機管
理室

防災課

各地区で行う総合防災訓練については、多様な地域住民が
参加しやすく、地域特性を踏まえた内容を充実するため
に、子どもに親しみやすいキャラクターの活用や公衆電話
の使用方法などの訓練を実施しています。

2

26
防災・生
活安全

区にある防災機関の相互の連携を図るととも
に、防災士の資格取得に取り組む企業や学
校、商店などを公表してはどうか。

ＦＡＸ
防災危機管
理室

防災課

帰宅困難者対策をはじめ様々な防災関係機関と協議し、相
互に連携協力する仕組みづくりを進めます。また、防災士
の資格取得に取り組む企業については、事業者に対しての
防災セミナーなどで取り組み事例として紹介を検討しま
す。

2

27
防災・生
活安全

「避難所環境の充実及び新たな避難所の確
保」の取組について、「災害時に避難所の電
源供給、情報収集・通信機能、空調機能を確
保するため、避難所において太陽光発電や蓄
電池、コージェネレーションシステム等の自
立分散型電源、２４時間使用できる通信環境
(Wi-Fi)、停電対応型の空調設備を整備しま
す。」と修文してはどうか。

インター
ネット

防災危機管
理室

防災課

区は、エネルギー自給率向上のため、避難所となる区有施
設において太陽光発電設備等の設置を進めていきます。ま
た、自動車関係事業者との災害時協定により、給電業務等
を支援する車両を配備することで、電源供給体制を強化し
ます。

3
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

28
防災・生
活安全

浸水や雨が川のように流れる中で避難所にた
どり着くことは困難である。近くの高い建物
に入ることができるようにし、避難できる場
所として公表できないか。

ＦＡＸ
防災危機管
理室

防災課

水害等から避難をする際には、自らがいる建物から離れる
「水平避難」のほか、浸水から身を守るため、上のほうに
避難する「垂直避難」があり、堅牢な建物で、上層階が安
全な場合には上階へ移動する避難方法もあります。また、
区では、区民避難所を整備するほか、避難できる場所とし
て、避難所を補完するための民間施設と災害時の協力協定
の締結を進めています。今後も避難できる民間施設を増や
していけるよう努めてまいります。

3

29
防災・生
活安全

社会福祉協議会は区の指示を受けてから動く
が、台風や浸水、大雨の時にどのように対応
するか指針を出すこと。

ＦＡＸ
保健福祉支
援部

保健福祉課

港区社会福祉協議会が運営する「災害ボランティアセン
ター」は、区の要請に基づき設置されます。被災者住宅で
の清掃や片付け、避難所等で生活する被災者の話し相手や
支援物資仕分け等の活動が迅速に行えるよう、マニュアル
も整備しています。

3

30
環境・リ
サイクル

東京都内で二酸化炭素排出量が最も多い区と
して２０５０年ゼロカーボンシティという目
標は遅すぎるため、前倒しで施策を推進すべ
き。二酸化炭素排出源となる超高層ビル、マ
ンション建設を含む大規模開発は見直すべ
き。

ＦＡＸ
環境リサイ
クル支援部

地球温暖化
対策担当

ゼロカーボンシティの達成については、２０５０年にとい
うことではなく、２０５０年を期限として可能な限り早期
に達成するという姿勢で取組を推進しており、港区環境基
本計画では、二酸化炭素排出削減目標を掲げるに当たり
「可能な限り早期の排出実質ゼロの達成をめざします。」
と記載しております。港区基本計画素案にはそうした表現
の記載を行っていなかったため、修正して同様の記載をし
ました。また、大規模な開発が計画される際には、温室効
果ガスの排出を抑制するため、自立分散型エネルギーシス
テムの導入や地域でのエネルギーの面的利用を促進するこ
とにより、効率的なエネルギー使用となるよう開発事業者
に要請してまいります。

1
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

31
環境・リ
サイクル

区は国に対してきっぱり羽田空港新飛行経路
による飛行は中止せよというべき。検討会と
は名ばかりで６回目は１年半以上開催されて
いない。教室型住民説明会を開催させ、疑問
にはっきり答えさせるべき。

ＦＡＸ
環境リサイ
クル支援部

環境課

区は、従前より区民の生活、安全を守るため、羽田新飛行
ルートの固定化回避、海上ルートの活用や今後の航空技術
の進展に伴う新たな取組、地方空港の活用による飛行ルー
トの分散化などを求めてまいりました。引き続き国に対
し、強く求めてまいります。住民説明会の開催について
は、令和４年７月に、区議会とともに、国に対し、住民説
明会の開催や国に寄せられた意見に対する回答を国のホー
ムページで公開することを求める要請書を発出しました。
その後も、早期の対応を繰り返し求めておりますが、開催
には至っていないことから、令和５年７月に再度、要請し
ました。これまで国からは、住民説明会の実施について
は、その時期や実施方法などを検討する必要があるとの考
えが示されていますが、実施の具体化には至っておりませ
ん。引き続き、住民説明会の早期の開催を強く求めてまい
ります。

2

32
環境・リ
サイクル

観光や工事、働くために区を訪れる人が歩き
たばこやたばこのポイ捨てをする様子を日常
的に見る。事業者への働きかけや小学校、保
育園、公園があるエリアでの禁止など、周知
方法の工夫が必要である。

インター
ネット

環境リサイ
クル支援部

環境課

観光客や工事事業者等の来街者に対し、積極的に声掛けや
指導を行うことにより、みなとタバコルールの周知を図り
ます。学校や保育園等については、分かりやすく目につく
内容の看板等を設置するなど、周知方法を工夫します。

2

33
環境・リ
サイクル

みなとタバコルールを知らない人も多く、子
どもや妊婦がいる公園やバス停などでの喫煙
は目に余り、注意する人との言い争いなども
発生している。公園や公共の場所にアナウン
スが流れるボタンを設置するなど、喫煙者を
見つけた利用者に被害が及ばない喚起方法を
導入してはどうか。

インター
ネット

環境リサイ
クル支援部

環境課
路上喫煙が多い等のご意見があった場所については、区の
指導員の巡回を強化するなど、迅速に対処してまいりま
す。

3

34
環境・リ
サイクル

港区みどりを守る条例施行規則第１１条に規
定される緑化面積において、量だけではなく
質の向上を促す基準への変更を視野に入れる
とともに、「みどりが担う多様な機能に着目
した緑化基準の見直しを検討する」と記載す
べき。

インター
ネット

環境リサイ
クル支援部

環境課

緑化指導においては、一定の大きさ以上の既存樹木・樹林
に関する緑化面積の割増や、地上部緑化を重視した指導に
より、緑の量の確保と質の向上に努めています。また、生
物多様性緑化ガイドにより公共・民間施設建設の際の緑化
の指針を示し、生物多様性緑化チェックリストの提出によ
り、生きものが生息しやすい環境の創出を指導していま
す。引き続き、これらの取組により、緑の量の確保と質の
向上に取り組んでまいります。

3
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

35
環境・リ
サイクル

給餌について条例が改正されたが、芝五丁目
交差点での鳩への給餌がやめられておらず、
鳩が大量にいる状態が続いている。厳しい罰
則を設けて警察官が注意するようにしてほし
い。

インター
ネット

環境リサイ
クル支援部

環境課
悪影響を生じさせる給餌については、今後も警察と連携
し、条例に基づいて適切に粘り強く指導を行ってまいりま
す。

5

36
環境・リ
サイクル

食品トレイや牛乳パックなどのリサイクルゴ
ミの回収場所が商店会の店にない。衣類など
を含めてリサイクルスポットがあれば、住民
が商店会の店に行く機会が増え、活性化につ
ながるのでは。

インター
ネット

環境リサイ
クル支援部

みなとリサ
イクル清掃
事務所

食品トレイは「資源プラスチック」の日に、牛乳パックは
「資源」の日に、それぞれ地域のごみ・資源集積所に出す
ことで、拠点などの回収場所に足を運ぶことなくリサイク
ルが可能です。衣類の拠点回収については、令和３年度
に、それまで９か所あった回収場所を倍の１８か所に増や
しました。現在、区施設等に設置している拠点回収場所で
は、対象品目以外のごみの不法投棄、資源の持ち去り行為
など、管理や運営上の課題に苦慮している現状があり、区
の管理施設以外での実施は困難な状況です。今後も新規施
設の開設等に合わせて順次拠点回収場所を拡大し、利用者
の利便性の向上を図っていきます。

5

37
地域コ
ミュニ
ティ

町会・自治会等の相互連携を図るべき。 ＦＡＸ
産業・地域
振興支援部

地域振興課

区では、各総合支所において町会・自治会等が相互に協働
して実施する事業に活用できる「協働事業活動費補助金」
をご案内していますが、コロナ禍が収束するにつれて実施
件数は増加しており、町会・自治会等による協働・連携の
機運は高まっています。町会・自治会が相互に連携し、地
域コミュニティが更に活性化するよう、支援を続けていき
ます。

3

38
産業・観
光

ナイトタイムエコノミー推進の取組として、
博物館・美術館について夜間も文化資源に触
れることができるよう、夜間開館推進に向け
て働きかけるべき。また、シティプロモー
ションでＰＲするなど、広報施策と連携すべ
き。

インター
ネット

産業・地域
振興支援部

観光政策担
当

博物館・美術館の夜間開館については営業時間の拡大支援
等の実現に向けた支援を検討します。また、区内ホテルに
設置しているシティプロモーションツール「とっておきの
港区」において、ナイトタイムエコノミーを楽しめるス
ポットや店舗を紹介していますが、広報担当とも連携して
これまで以上に広くＰＲします。

2
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

39
産業・観
光

経済産業省の外国人起業活動促進事業や独自
のワンストップ窓口の開設など、「外国人高
度人材・創業人材」を対象とする受入施策を
記載し、区内の各インキュベーション施設や
ＶＣ・ＣＶＣとも連携しながら、推進してい
くべき。

インター
ネット

産業・地域
振興支援部

産業振興課

外国人起業活動促進事業（スタートアップビザ）や独自の
ワンストップ窓口の開設は、有能な外国人起業家を誘致す
ることにつながる可能性があるものと認識していますが、
想定される件数や区での実施体制・経費等の課題を踏ま
え、外国人の起業相談については、国や東京都が区内（赤
坂）で運営している「開業ワンストップセンター」を案内
してまいります。区では、外国人起業家をはじめとしたス
タートアップと、大使館や研究機関、インキュベーション
施設、ＶＣ、ＣＶＣとの連携・交流を進めることにより、
起業後の事業展開を強力に支援してまいります。

3

40
産業・観
光

スタートアップを育成するためには、公共調
達の活用が重要である。国や東京都はスター
トアップにおける公共調達の促進を推進して
おり、区も同様の施策を実施することを記載
すべき。

インター
ネット

産業・地域
振興支援部

産業振興課

官公庁が率先してスタートアップの実績づくりに貢献する
公共調達は、スタートアップの成長支援策の一つである一
方で、スタートアップ支援を目的とした随意契約は、公平
性が求められる自治体の契約になじまない側面がありま
す。このため、スタートアップ支援を目的とした公共調達
を即時に開始することは困難ですが、地域課題の解決に適
した技術やアイデアを持つスタートアップを、当該の課題
を所管する部署に紹介するなどの取組を進めてまいりま
す。

3

41
子ども・
子育て

ダイナミックな遊びができる室内遊具のある
施設の整備や再開発の際の広場の設置義務化
など、幅広い年代の子どもが遊べる場所を増
やしてほしい。赤坂地区に住んでいるが、５
歳の娘は公園はつまらないと行きたがらず、
友人とのつながりができない。

インター
ネット

子ども家庭
支援部

子ども政策
課

小学校就学前児童をはじめとする子どもの遊び場の不足に
ついては、他地域に比べて土地の確保が困難な区独自の課
題として認識しています。計画素案に新規の取組として計
上した「園児の遊び場の確保」（政策１７・施策２・主な
取組５）により、民間事業者と連携した遊び場や、区有施
設等で思い切り身体を動かせるスペースを確保するなど、
様々な手法を検討してまいります。

2

42
子ども・
子育て

子どもが３人以上いる家庭に対し、３ＬＤＫ
又は４ＬＤＫの住居を価格を抑えて斡旋する
か、子育て用の区営住宅の建設を検討してほ
しい。住居問題が解決しそうなら、３人目を
是非とも産んで育てたいと思っている。

インター
ネット

街づくり支
援部

住宅課

区営住宅は、公営住宅法に基づき、低所得で住宅に困窮す
る世帯に対して低廉な家賃で賃貸するために設置している
ことから、子育て用に広い間取りを有する区営住宅の建設
は行いません。なお、民間賃貸住宅の借り上げや家賃助成
は考えておりませんが、子育て世帯への住宅支援として、
中堅所得者向け住宅における優遇倍率を適用した住戸の募
集に引き続き取り組んでまいります。

3
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43
子ども・
子育て

子どもがいる家庭が、第２子、第３子を出産
したときに、広い区営住宅に住める権利を設
定してほしい。家が狭くて子どもを増やせ
ず、物件も見つからず、区営住宅の対象でも
ない。

インター
ネット

街づくり支
援部

住宅課

区営住宅は、公営住宅法に基づき、低所得で住宅に困窮す
る世帯の入居機会を確保するよう運用しており、子どもの
人数に応じて広い区営住宅に住める権利の設定は考えてお
りませんが、子育て世帯への住宅支援として、中堅所得者
向け住宅における優遇倍率を適用した住戸の募集に引き続
き取り組んでまいります。

3

44 教育
区立幼稚園の定員割れが深刻化しているの
で、夏休みなどの長期休業中の自園での預か
り事業を実施すべき。

インター
ネット

学校教育部 学務課
令和５年度に中之町幼稚園で試行実施した際の申込状況
や、保護者アンケート結果から把握したニーズを踏まえ、
実施園を拡大していきます。

2

45 教育

区立幼稚園での給食提供を検討すべき。お弁
当を持参、又は、冷たいお弁当を配給するこ
とは現代に見合っていない。保育園は温かい
給食が提供されるのに理にかなっていない。

インター
ネット

学校教育部 学務課

区立幼稚園は調理室を持たないため、自園調理による給食
の提供は困難ですが、現在、一部の園でＰＴＡが自主的に
行っている配達弁当の仕組みを今後区が担う形で、全園へ
拡大していきます。

3

46 教育

区立幼稚園の存続のためには、認定こども園
のように、給食や１年を通じた預かり保育、
ＰＴＡなしなどを導入することが最も早いと
考える。

インター
ネット

学校教育部 学務課

区立幼稚園では、今年度も、預かり保育の時間延長や、夏
季等休業中の一時預かり事業の試行実施等の魅力を高める
取組を進めているところですが、認定こども園とは施設面
や人員体制も異なることから、幼稚園に合う形で、できる
だけニーズへ対応していけるよう、幼稚園現場とも相談し
ながら引き続き検討してまいります。

5

47 教育

幼稚園の園児数が減少しているが、特に区立
について安易に閉鎖を進めてほしくない。お
弁当持参、２年保育、長期休暇をまずは改善
してほしい。本村幼稚園は定員割れが顕著だ
が、簡単に閉園に向かわせてよいのか再考し
てほしい。

インター
ネット

学校教育部 学務課

より多くの方に区立幼稚園を選択していただけるよう、現
在も区立幼稚園の魅力や利便性の向上に取り組んでおりま
すが、一方で、集団教育の確保等の観点から、園児数が極
少となった場合の募集停止の考え方等を整理しています。
園児が集まらずやむを得ず休園等する場合については、保
護者へ丁寧に説明してまいります。

5

48 教育

小学校入学時の支援をインターナショナルス
クールに通う子どもも対象にしてほしい。い
わゆる一条校を対象としているが、全ての子
どもに公平な機会をという理念からかけ離れ
ている。

インター
ネット

教育推進部 教育長室

区は、区立や私立学校に通う、経済的な理由で就学が困難
な児童・生徒の保護者の方に対し、新入学学用品費の援助
をしております。就学援助の対象とならない世帯について
は、公私立学校への就学を問わず入学時の経済的支援は
行っておりません。現時点で、インターナショナルスクー
ルに通う子どもに対する支援は考えておりませんが、今後
の研究課題としてまいります。

5
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49 教育

青山中学校のプールに虫や枯れ葉が浮遊して
おり衛生的とはいえない。赤坂学園などの
プールを借りて授業をできないか。難しけれ
ば水質管理などをしっかり行い、安全・安心
に授業が行われるようにしてほしい。

インター
ネット

学校教育部

学校施設担
当
教育指導担
当

青山中学校の生徒が赤坂学園のプールを使用することにつ
いては、学校間の移動時間や移動時の安全性の確保に課題
があります。青山中学校のプールについては、プール授業
の開始に際し、プール槽やプールサイドの清掃を実施し、
衛生管理に努めるとともに、プールサイド近傍の樹木を剪
定することで、枯れ葉等の混入の抑制に努めてまいりま
す。

3

50 教育
区の中学生の制服や部活のユニフォームにつ
いて、学校で採寸や受け取りをできるように
し、無料としてほしい。

インター
ネット

学校教育部 学務課

区は、経済的な理由で就学が困難な家庭の児童・生徒の保
護者に対して、新入学の際に必要となるランドセルや標準
服、体育実技用具などの購入費を援助しております。ま
た、区立中学校では、ＰＴＡや生徒会とも連携しながら、
標準服や学用品のリユースを進めております。標準服等の
無償化は予定しておりませんが、こうした取組を通じて保
護者の経済的な負担の軽減に努めてまいります。

5

51 教育

海外修学旅行に反対である。我が国の古都、
奈良や京都の文化に触れる機会がなくなり、
また、子どもたちは安全な国内で班活動を自
由に行いたいのではないか。英語研修は別の
機会を設けるべき。

インター
ネット

学校教育部

教育指導担
当
学務課

現在、各学校では、社会科や美術科などの授業において、
奈良・京都の歴史や文化について学んでおります。また、
教育委員会は、中学校の夏季学園において、日本の文化や
歴史等に触れることができるプログラムを追加するなど、
国際理解教育の一環として、これまで以上に日本について
の学習を強化していきます。海外修学旅行の行程について
は、安全性を担保した上で、国内と同様の班活動ができる
よう、事業者と検討していきます。

5

52 教育

海外修学旅行に反対する。区民の半分近くは
私立校に行くため、受益者が限られ不公平で
ある。むしろ震災対策に思い切って取り組む
べきである。

インター
ネット

学校教育部
教育推進部

教育指導担
当
教育長室

区立中学校では、英語科国際をはじめ、異文化体験の授
業、企業や大使館と連携した授業など、国際人育成の取組
を独自に進めてまいりました。海外修学旅行は、国際人育
成を更に推進する取組として、子どもたちに海外での体験
ができる機会をいち早く創出し、子どもの無限の可能性を
引き出す契機になるものと考えております。また、教育委
員会では、区在住、在学の中高生を対象とした「港区中学
生・高校生探究型学習発表会」や区内公私立小・中学校を
対象とした「ＭＩＮＡＴＯリズムダンスフェスタ」など、
公私立の区別なく子どもたちが集まり、成果を披露する事
業を実施しています。引き続き、公私立を問わず区内の全
ての子どもたちの様々な学びの機会の創出に努めてまいり
ます。

5
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53 教育
テレビやメディアで修学旅行を海外と報道す
るのは、生徒が危険にあう心配があるので控
えてほしい。

インター
ネット

企画経営部
学校教育部

区長室
教育指導担
当

報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するという重要
な意義を有しており、報道の自由は憲法で保障されていま
す。そのため、区で報道機関の報道を制限することはでき
かねますが、生徒が危険な目にさらされることがない報道
となるよう、テレビ局にお伝えいたします。

5

54
生涯学
習・ス
ポーツ

麻布地区は外国人が多い地域でもあり、子ど
もたちがすぐに仲良くなれるようにバスケッ
トボールコート（またはハーフコート）をつ
くってほしい。

インター
ネット

教育推進部
生涯学習ス
ポーツ振興
課

現在、麻布地区は、新広尾公園、宮村児童遊園、南麻布新
堀児童遊園に投球場が設置されているほか、麻布地区に隣
接する檜町公園にはバスケットゴールが設置されており、
どなたでも自由にご利用いただけます。また、麻布子ども
中高生プラザ内の体育館でもバスケットボールをすること
ができるためご利用ください。

3

55
福祉・保
健

健康増進や食育の推進は民間事業者において
も取組がなされており、取組内容や課題の把
握、連携、支援などを実施してほしい。

インター
ネット

みなと保健
所

健康推進課
計画に計上した全世代にわたる健康増進と食育の推進の取
組において、区内民間事業者の取組内容やその課題を調査
し、連携や支援につなげてまいります。

2

56
福祉・保
健

自宅介護については区への苦情窓口が業者支
援の窓口であり、要介護者の意見が反映され
ない。苦情が処理されるように充実してほし
い。

ＦＡＸ
保健福祉支
援部

介護保険課
高齢者支援
課

介護保険サービスに関する苦情・相談については、介護保
険課のほか、事業者・施設やケアマネジャー等が相談窓口
となっています。また、在宅での介護サービスを利用され
る方など地域の高齢者等の総合的な相談の拠点として、各
地区に高齢者相談センター（地域包括支援センター）を設
置しています。今後とも、これらの身近な相談窓口を分か
りやすく案内するとともに、相談内容に応じた事業者等へ
の対応を適切に行ってまいります。

5

57
福祉・保
健

ＡＥＤや消火器、公衆電話がある場所を夜間
でも分かるようにしてほしい。

ＦＡＸ

みなと保健
所
防災危機管
理室

生活衛生課
防災課

区は、夜間も含め、緊急時に誰もが救命活動に携われる環
境を整備するため、２４時間営業の店舗を有する企業等２
０団体とＡＥＤ設置に関する基本協定を締結し、区有施設
以外の場所へのＡＥＤ拡大を進めています。現在、コンビ
ニ、飲食店、ドラッグストア、スーパー等の身近な場所に
６３か所にＡＥＤを設置するとともに、これらの施設入口
に「ＡＥＤ設置協力施設」のステッカーを掲示し、周知し
ています。
また、区が設置する街頭消火器はステンレス素材で視認性
に配慮したものになっています。公衆電話についても、区
ホームページからNTT東日本のホームページにリンクし、
日頃から場所を確認できるようにしています。

5
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58 区政運営

いわゆるＬＧＢＴ理解増進法が施行され、行
政の役割が規定されたが、計画に全く反映さ
れていない。みなとマリアージュ制度やＬＧ
ＢＴの差別的取り扱いを禁止していることな
どに触れるとともに、法に基づいた取組を拡
充すべき。

インター
ネット

総務部
人権・男女
平等参画担
当

区では、法律の制定に先駆けて「港区男女平等参画条例」
において、性的指向及び性自認による差別的取扱いの禁止
を規定するなど取り組んでいます。その条例の規定により
「みなとマリアージュ制度」を導入し、性的マイノリティ
当事者に寄り添った施策を展開し、更に多様な人が共生
し、人権が尊重される社会をめざし、様々な啓発活動を推
進しています。

1

59 区政運営

国へ核兵器禁止条約に署名するよう働きかけ
てほしい。「学生たちが伝える原爆の図展」
などへ積極的に後援してほしい。施設利用の
サポートだけでなく、区内の小・中学校へイ
ベント参加を呼びかけてほしい。

ＦＡＸ 総務部
人権・男女
平等参画担
当

区が加盟する平和首長会議において、強い連帯のもと、日
本政府に対し、核兵器禁止条約に署名・批准するよう継続
して要請しています。令和５年１１月には、平和首長会議
の総会で採択した、核兵器廃絶に向けた取組の推進を日本
政府に要請しました。平和青年団修了生による企画事業
は、区の平和展と併せて開催する参画事業と位置付け、チ
ラシの印刷や配布等において活動を支援しました。今後
も、子どもたちの主体性を尊重し、平和青年団修了生の活
躍の場や、若い世代の参画、協働による平和活動を積極的
に支援していきます。

2

60 区政運営

オスプレイの事故は私たちに大きな衝撃を与
えた。区は特別区で唯一、米軍基地があり、
港区平和都市宣言を制定している。オスプレ
イの飛行停止と配備撤回を求める声を明らか
にすべき。

ＦＡＸ 総務部
人権・男女
平等参画担
当

米軍オスプレイの墜落事故を受け、横田基地に関する東京
都と周辺市町連絡協議会が、令和５年１１月３０日に在日
米軍、防衛大臣、北関東防衛局長宛てに、事故機と同機種
のオスプレイについて、安全性が確認されるまで、飛行停
止措置を講ずること等について要請しています。区内の米
軍基地へのオスプレイの飛行実態は確認できていないこと
から、区としてオスプレイの飛行停止と配備撤回を求める
予定はありませんが、引き続き、関係機関の動向を注視す
るとともに、区内の米軍基地の実態把握に努めていきま
す。

3

61 区政運営 区の取組の結果を報告してほしい。 ＦＡＸ 企画経営部 企画課

区の取組については、毎年度、事業の効果性や効率性等の
観点から事業を評価し、見直しやレベルアップを図る事務
事業評価を行い、その結果を区ホームページで公表してい
ます。また、計画の策定・改定に当たっては、計画の進捗
状況を確認して計画の策定や改定に反映する政策評価を実
施しており、結果については区ホームページ等で広く発信
していきます。

2

15



部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

62 区政運営

今後、区民の平均居住年数は短期化し、短期
や定期的な居住者、非居住活動者の増加が想
定される。変動的な住民も貴重な財産であ
り、関わる人々にとってのあるべき姿の実現
や課題解決が期待されるのではないか。

インター
ネット

企画経営部 企画課

基本計画の改定においては、居住者の居住年数など個人の
状況にかかわらず、子どもから大人まで、希望する誰もが
これまで以上に安心して住み続けられるまちへと進化させ
ることを掲げています。地域課題を着実に解決するため、
基本計画において示す、防災、子育て、福祉、環境など、
様々な分野において施策を一層推進していきます。

2

63 区政運営
移動の困難さや行事参加など、他地区との区
民間格差を解消してほしい。

ＦＡＸ 企画経営部
区役所改革
担当

地域の課題解決に向けては、各総合支所が中心となって地
域の要望等をお伺いしながら、関係部署と連携し、地域の
実態を踏まえた取組を実施しております。引き続き、地域
の実態を的確に把握し、地域の特性に応じた事業を展開し
ていきます。

5

64 区政運営

区全体のＱＯＳ向上の実現に向け、デジタル
リテラシー向上やリスキリングを進めるな
ど、区職員のデジタル力向上に関する取組を
推進する記載とすべき。デジタル教育の専門
機関と連携し、教育機会を提供していくべ
き。

インター
ネット

企画経営部 企画課

区では、これまでも全職員を対象としたＤＸ研修の実施
や、庁内向けＤＸ通信の発行等を通じて、職員一人ひとり
のＤＸリテラシーの向上を図っています。また、研修の実
施等に当たっては、デジタルに関する知見を有する民間事
業者と連携して取り組んでいます。

3

65 区政運営

区職員は区の刊行物（暮らしのガイド、いき
いき、介護保険制度案内冊子、各種催し等）
や広報みなと、区議会だより等はマスターす
ること。

ＦＡＸ 総務部 人事課

行政サービスの質の向上を図るため、刊行物の内容把握を
はじめ、職員一人ひとりが区政の様々な分野に興味・関心
を持ち、幅広い知識を習得することができるよう、人事部
門と各所属が連携して人材育成に取り組んでいます。

3

66 区政運営
区職員の区民に関する状況把握能力の向上に
急ぎ取り掛かるべき。他区や他県から通勤す
る職員は特にである。

ＦＡＸ 総務部 人事課

区では、職員が積極的にまちに出て地域の課題を発見し、
地域との協働により課題解決を図っています。引き続き、
社会情勢や区民の価値観・ライフスタイルの変化を的確に
捉え、区民ニーズに迅速に対応することができる人材を育
成しています。

3

67 区政運営
区職員の仕事ややるべきことを明確にしてほ
しい。

ＦＡＸ 総務部 人事課

簡素で効率的な執行体制を維持しながら、区民生活やニー
ズの変化を的確に捉え、行政課題の解決を図ることが区職
員の職務です。職員に求められる能力や役割を明確にした
上で、引き続き、港区基本計画やその他の計画等に掲げる
施策、取組を推進しています。

3
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

68 区政運営

上に立つ人の態度や行動は、区民や職員、企
業にも大きな影響力を持つため、区長や副区
長、教育長と区民との意見交流の場を数多く
持つこと。

ＦＡＸ 企画経営部 区長室

区では、区政モニター会議や区長と区政を語る会を開催す
るなど、区民と区長等との意見交換の場を持ち、区政への
ご意見、ご提案をいただいております。引き続き、あらゆ
る世代の区民の声を聴き、地域に根差した施策を展開でき
るよう、区民意見の区政への反映に努めてまいります。

2

69 区政運営
各地域に提案や意見、要望などの投書箱を設
置すべき。

ＦＡＸ 企画経営部 区長室

区政に対するご意見・ご提案をお寄せいただくために、区
では、各総合支所、いきいきプラザ、区民センター、図書
館、郷土歴史館などの各施設で広聴はがきを配布しており
ます。広聴はがきは、郵送料不要で送付でき、プライバ
シーに配慮し区長室に直接到着しますので、ご記入後、郵
便ポストへ投函をお願いします。区は引き続き、区民が意
見や提案をしやすい仕組みづくりを行うとともに、区民意
見の区政への反映に努めてまいります。

3

70 区政運営
広報みなとにおいて、補助金に関する特集記
事の掲載をしてほしい。

持参 企画経営部 区長室

令和５年度から広報みなとをリニューアルして、表紙と中
面を使った特集記事を掲載しております。補助金について
は、区民に周知が必要なタイミングでその都度、記事を掲
載しておりますが、いただいたご意見を踏まえて、今後、
区で実施している補助制度をテーマとした特集の掲載につ
いて検討してまいります。

5

71 区政運営
区民一人ひとりに広報みなとが届くように対
策すること。

ＦＡＸ 企画経営部 区長室

広報みなとは、新聞折込や区役所・各総合支所をはじめと
した区有施設、区内の各駅等で配布するほか、希望する方
の自宅に無料で配送しております。また、区ホームページ
でいつでも閲覧できるようデータを掲載するほか、発行日
にはＬＩＮＥやＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）等のＳＮＳで最新
号の広報みなとを周知しております。引き続き、様々な手
法を駆使して、区民一人ひとりに広報みなとが届くよう努
めてまいります。

5

72 区政運営
区議会の討論は早口であり、区民に分かるよ
うにじっくりと討論をすべき。

ＦＡＸ
区議会事務
局

―
区民の皆様に分かりやすい議会運営となるよう努めてまい
ります。

5

73 区政運営
区議会の議事録の写しを区有施設に設置して
ほしい。

ＦＡＸ
区議会事務
局

―

区議会の議事録については、区議会ホームページや区政資
料室にて閲覧いただくことが可能です。また、本会議、予
算・決算特別委員会の議事録については、港区立図書館で
も閲覧可能です。

5
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当
分野

74 その他
すべて評価を付けるのはなしにすべき。自己
評価や品評を含む相手への評価もなし。重要
である。

持参 企画経営部 企画課

基本計画においては、計画の進捗状況を確認して計画の策
定や改定に反映するため、政策評価を実施し、計画の達成
度の評価を行っています。
引き続き、基本計画に掲げる施策を着実に実行していくた
め、ＰＤＣＡサイクルを効果的に運用しながら取組を推進
していきます。

5
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※掲載順は、主な該当分野ごとにまとめ、同種の区民意見別に並べた上で、対応状況の順に掲載しています。

部 課

1 街づくり

区の人口が増加する一方で、住み続けたいと
思う区民が開発により出ていかざるを得ない
状況を区としてどのように考えているか。既
存の住民をもっと大切にしてほしい。

区民説明
会（芝）

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策１「まちの将来像の実現」の現状と課題におい
て、住民、事業者、行政などがまちの将来像を共有し、誰
もが安全で安心して住み続けられるまちづくりに連携して
取り組むことが必要である旨を示しています。「港区まち
づくりマスタープラン」では、港区がめざすべきまちの姿
として、「住み続けられるまち　－多様な暮らしが営ま
れ、住み続けられる国際都市－」を掲げており、誰もが住
み続けれられるまちの実現に向けて取り組んでまいりま
す。

2

2 街づくり

虎ノ門や竹芝地域の人と話すと、まちはきれ
いで犯罪もなく衛生的で防災もしっかりして
いるが、人が住んでいないと聞く。こうした
傾向が今後さらに進むが、特に芝地区におい
ては、新しい港区の形をつくらざるを得ない
のではないか。

区民説明
会（芝）

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策１の主な取組１「まちの将来像の実現に向けた
取組の推進」において、住民、事業者、行政などがまちの
将来像を共有し、誰もが安全で安心して住み続けられるま
ちづくりに連携して取り組むことが必要である旨を示して
います。「港区まちづくりマスタープラン」では、虎ノ門
や竹芝地域を含む芝地区の目標として、「多様な商業・業
務機能と住宅との共存」を掲げており、様々な人が住み続
けられるまちづくりに取り組んでまいります。

2

3 街づくり
区の職員は区内に居住する人がほとんどいな
いため生活感がない。そのような状況でどの
ように街づくりを進めていくのか。

区民説明
会（芝）

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策１の主な取組１「まちの将来像の実現に向けた
取組の推進」において、港区まちづくりマスタープランに
示すまちの将来像の実現に向け、社会情勢の変化などに応
じて、個別計画等を適切に改正するなど、まちづくりの方
針等を充実させる旨を示しています。区は、個別計画等の
策定や改正の際には、区民向けアンケートや意見交換会を
行うなど、区民の意見を十分に聴いた上で、まちの将来像
や方針などを示し、運用しています。今後も、区民の意見
等を踏まえ、社会情勢の変化や地域のニーズに対応したま
ちづくりに取り組んでまいります。

2

区民説明会での参加者意見

No
主な該当

分野
区民意見 区分

回答部署
区の考え方等

対応
状況

【対応状況欄の凡例】
１ 意見を反映し、計画素案を修正したもの ２ 計画素案の記載の中で趣旨を反映しているもの
３ 計画素案では記述していないが、既存事業等で対応しているもの
４ 意見の内容が対応できないもの ５ 区政に対する要望等として受けたもの
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部 課
No

主な該当
分野

区民意見 区分
回答部署

区の考え方等
対応
状況

4 街づくり

高齢者や子ども、歴史を大事にしながら、開
発ではなく新しい港区を打ち出してもらいた
い。区民の意見や気持ちを受け取る姿勢が見
えない点については改善し、引き続き頑張っ
てもらいたい。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策１の主な取組２「まちづくりガイドラインなど
の策定と運用」において、港区まちづくりマスタープラン
に示すまちの将来像の実現に向け、社会情勢の変化などに
応じて、個別計画等を適切に改正するなど、まちづくりの
方針等を充実させる旨を示しています。個別計画等の策定
や改正の際には、社会情勢等の変化にも対応しつつ、区民
向けアンケートや意見交換会を行うなど、区民の意見等も
聴きながら、港区らしいまちづくりの方向性を示してまい
ります。

2

5 街づくり

区は、タワーマンションや高層のオフィスビ
ルが５０年、１００年後にどうなるか考えて
いるか。開発が行き過ぎているように感じる
が、区として開発をどのように捉えている
か。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策１の主な取組３「地域特性に応じた土地利用の
誘導」で示すとおり、良好な居住環境と国際ビジネス拠点
の両立をめざし、メリハリのあるまちづくりを促進するた
め、地域特性を踏まえながら適切に機能更新するととも
に、社会情勢の変化に合わせ、必要がある地域においては
柔軟に土地利用転換を推進するなど、適切に開発事業や土
地利用を誘導します。

2

6 街づくり
老朽化したマンションや空き家への対策、建
替えの取組について記載しているか。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

住宅課

港区では約９割の世帯が共同住宅に居住しています。老朽
化マンションの建替えについては、「建替え・改修支援コ
ンサルタント派遣」、「建替え・改修計画案等作成費用助
成」の普及・啓発により、円滑な合意形成に向けて支援し
ます。また、マンション建替法に基づく建替事業の実施に
ついては、区分所有者の方々が、自らの発意と合意に基づ
き、適切かつ円滑に事業が推進できるように、マンション
建替組合などの活動を支援・誘導します。戸建ての空き家
については、住宅市場の動向を注視していきます。

2

7 街づくり

区民住宅になかなか入れず、実質的な支援に
はなっていない。区内に住み続けたいと思っ
ていたのに、区外に転出した人がたくさんい
ることを知ってもらいたい。そういった人に
配慮した計画にしてほしい。

区民説明
会（芝）

街づくり支
援部

住宅課

低額所得者向け住宅については、公平・適正に運営すると
ともに、中堅所得者向け住宅を高齢者向け住宅へ活用する
ことにより、住宅セーフティネットの構築を促進します。
また、高齢者民間賃貸住宅入居支援事業により、住み替え
が必要な高齢者を支援しています。引き続き、高齢者をは
じめ、誰もが住み慣れた地域に住み続けられるよう、住ま
いに関する必要な支援を行ってまいります。

2
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部 課
No

主な該当
分野

区民意見 区分
回答部署

区の考え方等
対応
状況

8 街づくり

コンビニは増えているが、商店街で買えたも
のが買えなくなり、不便になった印象が強
い。大きなマンションをつくるときには、マ
ンション内に飲食店や商店などを入れるよう
にできないか。

区民説明
会（芝）

街づくり支
援部

住宅課

区では、地域の実情を踏まえた暮らしやすく良好な住環境
を整備するため、一定規模以上の開発事業について、定住
性の高い住宅やスーパーなどの生活に便利な施設の設置等
について開発事業者に協力を要請しています。

2

9 街づくり
新たな開発については、開発指導要綱に町
会・自治会への加入促進に関する記載を検討
すべき。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

住宅課

区は、これまでも、一定規模以上の開発事業が行われる際
に、港区開発事業に係る定住促進指導要綱に基づき、民間
事業者に対し、良質な住宅の整備や地域の課題に対応した
生活利便施設の整備を誘導してまいりました。定住促進指
導要綱に町会・自治会への加入促進について記載すること
は考えておりませんが、新たなマンション等の住民の方々
が地域の一員として町会・自治会に加入されるよう、建築
物の計画等をする際の問合せ先一覧に案内を掲載するとと
もに、建築確認申請の際に、民間の確認検査機関を通して
加入を促すチラシの送付に引き続き取り組んでまいりま
す。

3

10 街づくり

住んでいる人の満足度は高いが、再開発やマ
ンションの建替えにより、高齢者が引っ越し
て住む場所がない。住み続けることができな
くなった人に対する施策はあるか。

区民説明
会（芝）

街づくり支
援部

住宅課

低額所得者向け住宅については公平・適正に運営するとと
もに、中堅所得者向け住宅を高齢者向け住宅へ活用するこ
とにより、住宅セーフティネットの構築を促進します。ま
た、高齢者民間賃貸住宅入居支援事業により、住み替えが
必要な高齢者を支援しています。引き続き、高齢者をはじ
め、誰もが住み慣れた地域に住み続けられるよう、住まい
に関する必要な支援を行ってまいります。

2

11 街づくり
空き家に関する法改正を踏まえた取組を検討
すべき。

区民説明
会（麻
布）

街づくり支
援部

住宅課
戸建ての空き家については、住宅市場の動向を注視してま
いります。

5

12 街づくり
区の東部は道路が入り組んでいて迷うことも
多いため、散歩マップなどを配布すべき。

区民説明
会（麻
布）

企画経営部 区長室
区では、「港区公共施設案内図（ぐるっとみなと）」とい
う区内全域の地図を作成し、区役所や各総合支所、港区観
光インフォメーションセンターで配布しています。

3

13 街づくり

計画事業の歩道の整備について、計画の前期
から後期にかけて同じ路線が連続して掲載さ
れていない箇所があり、分かりやすく記載を
整理してほしい。

区民説明
会（赤
坂）

街づくり支
援部

土木課

計画事業３「歩道の整備」について、計画の前期に設計が
完了しているものの、令和６年度から令和８年度までに工
事を予定していない路線については、電線共同溝の工事を
実施したのち、令和９年度以降に歩道の整備を予定してい
ます。計画決定に向けて工事の進捗状況等を踏まえてスケ
ジュールを精査した上で、分かりやすい記載となるように
表記を修正しました。

1
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14 街づくり

道路整備について、計画や進捗状況が分かる
ように記載してほしい。国道２４６号から南
青山６丁目までが優先路線で拡幅の計画があ
ると聞いているが、いつ工事が始まるのか気
になっている。

区民説明
会（赤
坂）

街づくり支
援部

土木課

国道２４６号から南青山６丁目の道路（都市計画道路補助
第２３号線）は、第四次事業化計画の優先整備に位置付け
ています。しかしながら、現時点では、当該路線は新規事
業路線として決定していないため、基本計画には記載して
おりません。今後、既存の都市計画道路事業の進捗を勘案
しながら、次期整備路線を選定してまいります。

3

15 街づくり

自転車と歩行者の空間分離について、左折し
ようとした自転車がトラックに巻き込まれて
運転者が亡くなる事故があったため、赤羽橋
交差点を計画事業に追加できないか。

区民説明
会（麻
布）

麻布地区総
合支所

まちづくり
課

頂いたご意見について、道路管理者（国・東京都）に申し
伝えます。

5

16 街づくり

公園や道路について、高輪公園や桂坂、桑原
坂、メリーロード高輪は整備が予定されてい
たと思うが、なぜ計画に掲載されていないの
か。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

土木課

高輪公園は、令和７年度から設計委託を予定しており、令
和９年度から工事を行う予定です。桑原坂は、現在、設計
委託中であり、令和８年度から電線共同溝の工事を行う予
定です。桂坂は、令和８年度までに実施する予定はありま
せん。メリーロード高輪（都市計画道路補助第14号線）は
第四次事業化計画の優先整備に位置付けていますが、現時
点では新規事業路線として決定していないため、基本計画
には、記載しておりません。今後、既存の都市計画道路事
業の進捗を勘案しながら、次期整備路線を選定してまいり
ます。

2

17 街づくり

区の公園は公衆便所がきれいで、担当部署の
努力が伺える。公園の管理は指定管理者が
行っているが、区が直接管理すべき。また、
公園は区民のものであることを認識し、開発
で廃止すべきではない。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

土木課
土木管理課

公園や児童遊園の管理については、民間事業者の専門性を
生かしたノウハウ、アイデアなどを活用した維持管理、ま
たイベントの開催も期待でき、さらに点在する公園や児童
遊園を一元的に管理することで、効率的な業務執行への切
替が可能となることから、引き続き指定管理者により管理
していく予定です。また、公園の配置については、周辺状
況を勘案し、適切に配置をされるよう、開発事業者を指
導・誘導してまいります。

3

18 街づくり
計画事業に狸穴公園のトイレの改修を追加し
てほしい。

区民説明
会（麻
布）

街づくり支
援部

土木課

現在計上している公衆トイレや公園トイレの整備について
は、建物の老朽化等の状況を踏まえて、計画事業に追加し
ています。また、現在、区内の全ての公衆トイレの整備計
画を策定中です。今後、整備計画に基づき、令和９年度以
降の基本計画に反映していきます。
狸穴公園のトイレを含む今回の基本計画に計上されていな
いトイレについて、設備不良など緊急性が高い事象が生じ
た場合は、計画に掲載されていない場合でも必要に応じて
改修を検討していきます。

5
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19 街づくり

東京メトロ南北線が延伸するが、白金台駅に
は停車しない。費用はかかるものの利便性の
メリットの方が高いと思われるため、停車す
るように要望してほしい。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

土木課

白金台駅への停車の可能性について、東京メトロに地元の
要望をお伝えしておりますが、既存の駅よりかなり深い位
置に駅を設けるため、利便性の低い駅となることが想定さ
れること、また、事業費が非常に高くなることが見込まれ
ることから白金台駅は設置しないとの回答を受けていま
す。

5

20 街づくり

高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発では、区と
して、どのような企業や人が来て、どのよう
なまちになると検討しているか。検討してい
ないのであれば、ＪＲ東日本と密接に協議し
てほしい。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

開発指導課

港区まちづくりマスタープランでは、高輪ゲートウェイ駅
周辺において、多様な都市機能の集積を誘導し、世界に開
かれた国際的なまちづくりを推進することを掲げておりま
す。このような区の方針と整合する形で、業務、商業、居
住、宿泊、文化創造施設などを整備する開発計画が進めら
れており、国内外からの先進的な企業や観光客、近隣にお
住まいの方や新たな地区内居住者の方など、様々な人が集
まるまちになると認識しております。
また、開発により見込まれる居住者や来街者の増加に対応
した道路、公園などの整備や、地域に必要となる生活利便
施設の整備について、これまでも事業者と協議を行い、開
発計画への反映を行っています。今後は、エリアマネジメ
ントなど、まちの維持管理・運営面も含めて、引き続き事
業者と協議してまいります。

2

21 街づくり

高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発により住戸
が増加するが、通学区域や町会の範囲がどう
なるのか明確にし、早い段階で地元と協議で
きるようにしてほしい。

区民説明
会（高
輪）

高輪地区総
合支所

協働推進課

通学区域については住所地により定めており、高輪ゲート
ウェイ駅周辺の再開発により住戸が増加した際も同様に、
住所地により通学区域を定めることとなります。町会区域
については、事業者と協議の上、地域の町会の方々と協議
できる機会をつくるよう調整してまいります。

3

22 街づくり
高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発では、既存
の住民と新たな住民が協働し、相乗効果が生
まれるように誘導してほしい。

区民説明
会（高
輪）

高輪地区総
合支所

協働推進課

高輪ゲートウェイ駅周辺では、令和４年度から高輪ゲート
ウェイエリアマネジメント主催のイベントを実施してお
り、そのイベントに近隣の町会、自治会、商店会が参加
し、地域交流を図っています。今後も、既存の住民と新た
な住民が協働し、相乗的に地域コミュニティが活性化する
よう、区も積極的に取り組んでまいります。

3
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23 街づくり

高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発では国道を
挟むが、登下校する子どもたちの安全のた
め、横断ルートを確保すべき。地下道とペデ
ストリアンデッキを整備することが理想だ
が、早い段階で事業者と協議すべき。

区民説明
会（高
輪）

高輪地区総
合支所

協働推進課

国道をまたぐ泉岳寺駅周辺の歩行者動線は、「三田・高輪
地区まちづくりガイドライン」の方針に基づきながら、周
辺の開発動向を見据えて事業者と協議してまいります。児
童の登下校につきましては、当該開発区域の入居開始まで
に、学校と警察、保護者等で協議の上、安全に配慮した経
路を決定してまいります。

3

24 街づくり

区の貴重な財産である高輪築堤を活用したま
ちづくりを検討してほしい。田町駅周辺で新
たに出土したと報道されており、ＪＲ東日本
の所有地とはいえ、残して観光に活用できな
いかなど区として関わってほしい。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

開発指導課

高輪築堤の取扱いについては、学識経験者を中心とした検
討委員会が対象地の開発事業者により立ち上げられ、調査
方法や保存方法の検討が行われています。高輪ゲートウェ
イ駅前の開発においては、既に調査結果を踏まえて一部現
地保存や移築保存を行うことが決定しており、見学施設や
情報発信施設の整備を含め、高輪築堤を活用したまちづく
りの具体的な検討が進められています。今後の周辺開発エ
リアにおいても、高輪築堤等の出土状況に応じ、検討委員
会での検討を踏まえた上で、区として適切に対応してまい
ります。

3

25 街づくり

麻布台ヒルズが竣工したが、開発があった場
合、居住していた住民は引っ越さなければな
らないのか。また、住民の合意は区が調整し
ているわけではないのか。

区民説明
会（麻
布）

街づくり支
援部

開発指導課

市街地再開発事業は、多くの権利者の方々が長い年月をか
けて話合いを重ね、権利者の合意形成を図り、事業化に
至っています。また、市街地再開発事業は、権利変換によ
る地権者の生活再建が前提となります。区は権利者の不安
を払拭するため、事業の仕組みや従前資産の評価方法、権
利変換の仕組みなどについて権利者に丁寧に説明するよう
再開発組合等を引き続き指導していきます。

3

26 街づくり

田町駅西口駅前地区の開発に当たっては、地
下を利用したり、駅と連続化することを計画
できないか。家族で食事できるレストランを
誘致してほしい。

区民説明
会（芝）

街づくり支
援部

開発指導課

田町駅西口駅前地区では、駅前の交通広場の拡充や交差点
改良による交通結節機能の強化、駅とまち、駅と駅をつな
ぐ、デッキ・地上・地下での複層のバリアフリーに配慮し
た歩行者ネットワークを形成することにより、交通利便性
が向上するとともに、歩行者の安全性や利便性が向上する
計画となっています。また、地区内には店舗が計画される
と聞いていますが、誘致する店舗につきましては、駅前や
地域のにぎわいを創出するようなものとなるよう事業者を
指導・誘導してまいります。

3
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27 街づくり

神宮外苑の再開発により高層ビルができるこ
とで、住民の生活環境への影響が大きい。事
業者の説明会でも多くの反対意見が出てい
る。事業者は公益を考えているとは思えず、
明治神宮があることも考慮し、区として対応
してほしい。

区民説明
会（赤
坂）

街づくり支
援部

開発指導課

区はこれまで神宮外苑の再開発について、銀杏並木の景観
に配慮した野球場の計画や、既存緑地の保全など緑豊かな
都市景観に配慮することを事業者に求めてきました。ま
た、高層ビルによるビル風対策や新野球場におけるイベン
ト時の騒音対策等について、周辺の住環境に配慮した検討
を行うよう、求めてまいりました。施設の具体化に当たり
ましては、周辺の住環境に配慮した施設計画や運用方針を
検討するとともに、当地区全体が誰もが憩い、交流できる
開放された緑化空間となるよう、事業者を指導していきま
す。

3

28 街づくり

神宮外苑の再開発については、日本国民とし
て反対である。緑が減ることが心配であり、
移植をしても古い木は根付かない。少しでも
木を切らないようにしてほしい。

区民説明
会（赤
坂）

街づくり支
援部

開発指導課

区はこれまで神宮外苑の再開発について、銀杏並木の景観
に配慮した野球場の計画や、既存緑地の保全など緑豊かな
都市景観に配慮することを事業者に求めてきました。事業
者からは、神宮外苑の再開発により、新たに整備する中央
広場と絵画館前広場をつなぐエリアにおいて、移植樹木を
中心とした季節感のある緑を創出するとともに、より多く
の人に開かれた公園的空間とすると聞いております。今後
も、可能な限り樹木を保存、移植するなど、銀杏並木を中
心とする神宮外苑の歴史ある緑や景観への配慮を求めると
ともに、当地区全体が誰もが憩い、交流できる開放された
緑化空間となるよう、事業者を指導してまいります。

3

29 街づくり

明治神宮野球場は歴史的建造物であり、再開
発に当たっては住民との討論の場を大切にし
ながら、共存していくことが重要。古い建物
を大事にしながら、冷たいまちにならないよ
う、住民と会話を行い、生活環境を考えなが
ら開発を進めてほしい。

区民説明
会（赤
坂）

街づくり支
援部

開発指導課

区はこれまでも、事業者に対し、多くの方からの意見や要
望を真摯に受け止め、対応を検討するよう求めてまいりま
した。今後も、事業者に対して、説明会の追加開催など、
更なる情報発信を求めるとともに、説明会等で出された意
見などに真摯に耳を傾け、可能な限り事業計画に反映する
よう、強く求めてまいります。また、可能な限り樹木を保
存、移植するなど、銀杏並木を中心とする神宮外苑の歴史
ある緑や景観への配慮を求めるとともに、当地区全体が誰
もが憩い、交流できる開放された緑化空間となるよう、事
業者を指導してまいります。

3

30 街づくり
神宮外苑の再開発事業に対して、区の支出は
どのように決めているのか。

区民説明
会（赤
坂）

街づくり支
援部

開発指導課
再開発事業施行区域内の権利者全員の同意に基づき施行す
る民間開発事業のため、区の支出はありません。また、市
街地再開発事業の補助金も予定しておりません。

3
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31 街づくり
子育て送迎ルートについて、具体的にどのよ
うな取組を行い、どの道路を整備するのか分
かるように記載すべき。

区民説明
会（麻
布）

街づくり支
援部

地域交通課 具体的に整備や延長する道路を計画事業に記載しました。 1

32 街づくり

メリーロード高輪で車道ではなく狭い歩道を
走る電動自転車に危険を感じたことが何度も
ある。交通事故が起きないよう、自転車は車
両であり、安全に運転するよう強力に周知し
てほしい。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

地域交通課

自転車の交通安全について、区ホームページやＳＮＳなど
を活用した啓発活動を行っており、今後も所轄警察署や
シェアリング事業者と連携して、街頭での交通安全キャン
ペーンを実施するなど、交通ルールの普及・啓発に取り組
んでまいります。

2

33 街づくり

電動キックボードやシェアサイクルの利用者
が増加し、違法な路上走行が見受けられる
が、警察と連携して対策すべき。特に、社会
人が赤信号を高速度で横断する自転車を見た
ことがあり、企業に対する啓発が必要であ
る。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

地域交通課

区ホームページやＳＮＳなどを活用した啓発活動を行って
おり、今後も所轄警察署やシェアリング事業者と連携し
て、街頭での交通安全キャンペーンを実施するなど、交通
ルールの普及・啓発に取り組んでまいります。あわせて、
関係団体の協力を得ながら、企業等に対する普及・啓発に
も努めてまいります。

2

34 街づくり

地下鉄駅にエレベーターやエスカレーターが
少ない。バリアフリーのまちづくりを掲げて
いながら、足の悪い方や体調を崩された方に
とって住みにくいまちだと感じた。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

地域交通課

港区バリアフリー基本構想に基づき、鉄道事業者に対しエ
レベーターやエスカレーターによるバリアフリー化を進め
るよう指導しています。今後も、駅のバリアフリー化を推
進するよう、関係機関に要請してまいります。

2

35 街づくり

三田５丁目と白金高輪地域にはちぃばすが運
行しておらず、無料乗車券を活用できない人
がいる。また、白金台１丁目から北里大学病
院に行くためにバスを乗り継ぐ人もいる。私
も三田５丁目に住んでいるが、高輪台駅まで
遠回りで行かざるを得ず、これらの地域でも
ちぃばすを運行してほしい。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

地域交通課

コミュニティバスは、鉄道や路線バスを補完する路線とし
て設定しているものです。そのため、新たな路線を設定す
ることは困難な状況です。また、近年、ちぃばすの運転士
が不足しており、現状維持も厳しい状況です。今後、交通
を取り巻く環境が大幅に改善された際には、改めて検討し
ていきます。

5

36 街づくり

バスの減便により地下鉄を使わざるを得ない
という話もあったが、ますます高齢化が進む
中、高齢者が安全に生活圏を楽しめるように
してほしい。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

地域交通課

コミュニティバスは、鉄道や路線バスを補完する路線とし
て、設定しているものです。そのため、新たな路線を設定
することは困難な状況です。また、近年、ちぃばすの運転
士が不足しており、現状維持も厳しい状況です。今後、交
通を取り巻く環境が大幅に改善された際には、改めて検討
をしていきます。

5
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37
防災・生
活安全

区内にはマンションが多く立地しているが、
避難訓練や消火訓練は行われず、防火管理者
の資格保有者も少なく、改善すべき。また、
避難訓練への更なる参加を促してほしい。

区民説明
会（麻
布）

防災危機管
理室

防災課

区では、区民一人ひとりの防災意識の向上を目的として、
例年１０月から１１月にかけて各地区で総合防災訓練を実
施しています。広報みなとやＳＮＳなど様々な発信手段で
周知を行います。

2

38
防災・生
活安全

マンションの震災対策について、自助・共助
だけでなく、区からの案内や支援はあるか。

区民説明
会（高
輪）

防災危機管
理室

防災課
共同住宅に対して、建物の防災対策上の強み・弱みが一目
で把握できる「防災カルテ」の作成や防災アドバイザーの
派遣、防災資器材の助成を行っています。

2

39
防災・生
活安全

マンションの住民に対しても、町会や地域防
災協議会から防災訓練などの情報が届くよう
にしてほしい。

区民説明
会（麻
布）

各総合支所 協働推進課

区からの町会・自治会へのお知らせ等については、毎月、
区ホームページに掲載しています。地域の町会や地域防災
協議会の情報提供方法については、各総合支所協働推進課
にご相談ください。

3

40
防災・生
活安全

以前、大規模地震が発生した際にエレベー
ターが止まり、湾岸地域から転出したいとの
声があった。防災の視点からも、マンション
の住民に町会・自治会に加入してもらうた
め、建築確認申請の際に働きかけをできない
か。

区民説明
会（高
輪）

街づくり支
援部

建築課

新たなマンション等の住民の方々が地域の一員として町
会・自治会に加入されるよう、区ホームページに公開して
いる建築物の計画等をする際の問い合わせ先一覧に町会・
自治会の加入に関する案内を掲載しています。また、建築
確認申請の際に民間の確認検査機関を通じて加入を促すチ
ラシを送付しています。

3

41
防災・生
活安全

防災行政無線はほとんど聞こえない。改善さ
れないのは事業者の技術力がないからではな
いか。公開入札をしてもらいたい。

区民説明
会（赤
坂）

防災危機管
理室

防災課

区では、災害時に確実に防災情報を伝達できるよう、港区
防災行政無線の構築事業者による保守点検を毎年実施して
います。無線機器は専門性が高いため、区の防災行政の基
本方針、各機器のことを熟知している技術者を保守点検事
業者として配置しています。また、大雨や交通騒音などに
より放送内容が聞き取れなかったとき、放送を聞き逃して
しまった場合等に備え、区では、防災行政無線放送内容確
認電話を用意しているほか、室内でも内容を聞けるよう、
防災ラジオの配布や防災情報メールによる配信も行ってい
ます。

3
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42
防災・生
活安全

国外からのミサイルの飛来等を想定し、区内
に避難シェルターの整備などは検討している
か。

区民説明
会（高
輪）

防災危機管
理室

危機管理・
生活安全担
当

武力攻撃事態等における避難施設については、国民保護法
の規定に基づき東京都が指定します。区は、東京都が行う
避難施設の指定に際して、必要な情報を提供するなど、東
京都に協力しています。なお、区内では、令和５年９月１
５日現在で７８か所が避難施設として指定されています。
避難施設の情報は、内閣官房の国民保護ポータルサイト
（https://www.kokuminhogo.go.jp/hinan/index.html）
に掲載されています。

5

43
環境・リ
サイクル

今年の夏は異常気象で地球沸騰化と言われる
ほどの状況であり、緊急に対策が必要であ
る。ゼロカーボンシティは２０５０年では遅
く、子どもたちのためにより早く目標を達成
し、親の世代で状況を打開すべきである。

区民説明
会（高
輪）

環境リサイ
クル支援部

地球温暖化
対策担当

ゼロカーボンシティの達成については、２０５０年にとい
うことではなく、２０５０年を期限として可能な限り早期
に達成するという姿勢で取組を推進しており、港区環境基
本計画では、二酸化炭素排出削減目標を掲げるに当たり
「可能な限り早期の排出実質ゼロの達成をめざします。」
と記載しております。港区基本計画素案にはそうした表現
の記載を行っていなかったため、修正して同様の記載をし
ました。

1

44
環境・リ
サイクル

羽田空港の新飛行経路となって３年８か月が
経過するが、区民は騒音や落下物に大きな不
安を抱えており、低空飛行をなんとかしてほ
しい。また、国が住民説明会を実施するよう
に要望してほしい。

区民説明
会（高
輪）

環境リサイ
クル支援部

環境課

区民の騒音や落下物に対する不安の声や、独自の騒音測定
の結果を国に示し、海上ルートの活用、地方空港の活用等
による飛行ルートの分散化など、固定化回避に向けた検討
を加速するよう強く要請しています。また、区議会ととも
に、令和４年７月に、国に対し、住民説明会の開催や国に
寄せられた意見に対する回答を国のホームページで公開す
ることを求める要請書を発出しました。その後も、早期の
対応を繰り返し求めておりますが、開催には至っていない
ことから、令和５年７月に再度、要請しました。これま
で、国からは、住民説明会の実施については、その時期や
実施方法などを検討する必要があるとの考えが示されてい
ますが、実施の具体化には至っておりません。引き続き、
住民説明会の早期の開催を強く求めてまいります。

2
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45
環境・リ
サイクル

羽田空港の新飛行経路について、住民の気持
ちを理解して具体的に取組を進めてほしい。
飛行経路の分散化に向けて、区でチームをつ
くって国へ働きかけるなど、直接意見を交換
できるような仕組みをつくるべき。

区民説明
会（赤
坂）

環境リサイ
クル支援部

環境課

区では担当職員を配置し、これまでも、国に対して、騒音
対策や安全対策、地方空港の更なる活用等による飛行ルー
トの分散化、今後の航空技術等の進展に伴う飛行経路の
様々な運用などの検討を行うよう要請してまいりました。
引き続き、区民の騒音や落下物に対する不安の声や、独自
の騒音測定の結果を国に示し、海上ルートの活用、地方空
港の活用等による飛行ルートの分散化など、固定化回避に
向けた検討を加速するよう強く要請をしてまいります。

2

46
環境・リ
サイクル

羽田空港の新飛行経路について、飛行経路の
確定には反対であり、真下に住んでいるので
気にはなるが、仕方がない面もあると思って
いる。

区民説明
会（赤
坂）

環境リサイ
クル支援部

環境課

これまでも、国に対して、騒音対策や安全対策、地方空港
の更なる活用等による飛行ルートの分散化、今後の航空技
術等の進展に伴う飛行経路の様々な運用などの検討を要請
してまいりました。引き続き、区民の騒音や落下物に対す
る不安の声や、独自の騒音測定の結果を国に示し、海上
ルートの活用、地方空港の活用等による飛行ルートの分散
化など、固定化回避に向けた検討を加速するよう強く要請
をしてまいります。

2

47
環境・リ
サイクル

羽田空港の新飛行経路について、もっと情熱
をもって対応してほしい。飛行経路を分散さ
せるためにはテクノロジーが必要であり、研
究チームをつくり、ＩＴにより経路の代案を
作成して提案してはどうか。

区民説明
会（赤
坂）

環境リサイ
クル支援部

環境課

これまでも、国に対して、騒音対策や安全対策、地方空港
の更なる活用等による飛行ルートの分散化、今後の航空技
術等の進展に伴う飛行経路の様々な運用などの検討を要請
してまいりました。引き続き、区民の騒音や落下物に対す
る不安の声や、独自の騒音測定の結果を国に示し、海上
ルートの活用、地方空港の活用等による飛行ルートの分散
化など、固定化回避に向けた検討を加速するよう強く要請
をしてまいります。また、今後も国の「羽田新経路の固定
化回避に係る技術的方策検討会」の動向を注視してまいり
ます。

5

48
環境・リ
サイクル

羽田空港の新飛行経路について、区が立案す
るだけでなく、議員立法もあり得るのではな
いか。

区民説明
会（赤
坂）

環境リサイ
クル支援部

環境課

区と区議会では、国に対して、海上ルートの活用、地方空
港の活用等による飛行ルートの分散化、落下物対策の強化
などの要請を行ってまいりました。また、本年７月には区
長と議長の連名で住民説明会の開催等を求める要請書を発
出しております。引き続き、情報共有を図りながら、区議
会とともに、国に対し、区民の不安の声を届け、固定化回
避の早期実現を強く求めてまいります。

5
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49
環境・リ
サイクル

老朽化した建物を解体工事する際のアスベス
ト対策はどのようにしているか。

区民説明
会（麻
布）

環境リサイ
クル支援部

環境課

大気汚染防止法及び港区建築物の解体工事等の事前周知等
に関する要綱に基づくアスベスト除去に係る届出の内容を
工事前に審査等を実施することで、業者に対しアスベスト
の飛散防止対策を徹底するよう指導してまいります。

2

50
環境・リ
サイクル

室内で堆肥をつくれる防臭対策バッグを配布
する自治体があり、近郊農家やリサイクル業
者が回収・販売するなど食料自給率の向上に
つながっている。区でも生ごみの削減に取り
組んでいくべき。

区民説明
会（高
輪）

環境リサイ
クル支援部

みなとリサ
イクル清掃
事務所

現在、家庭からの生ごみ削減とリサイクルを目的として、
家庭用生ごみ処理機やコンポスト容器の購入に対して、購
入金額の２分の１（上限２万円）の助成を行っています。
また、「段ボールコンポスト」の講座を開催するととも
に、区ホームページ等で紹介し、家庭での生ごみ減量を推
奨しています。今後も、引き続き区民の生ごみ減量の取組
を支援してまいります。

2

51
地域コ
ミュニ
ティ

コミュニティに参加できるように、ラウンジ
のような場所があるとよい。絵本の読み聞か
せやカウンセリングなどを行ってはどうか。

区民説明
会（麻
布）

産業・地域
振興支援部

地域振興課

区では、各活動主体への活動場所の提供等を通じて、区民
が地域コミュニティへ参加しやすい環境づくりを進めてい
ます。今後とも区民ニーズにあわせたコミュニティ参加の
機会を提供していきます。

2

52
地域コ
ミュニ
ティ

コミュニティづくりをどのように支援してい
くのか具体的に記載すべき。

区民説明
会（高
輪）

産業・地域
振興支援部

地域振興課

分野別計画では、政策９「参画と協働により地域を支える
多様なコミュニティをつくる」において方向性等を示して
おり、具体的な支援の内容については地域事業等を通じ
て、各地区版計画書の中で記載をしています。

2

53
地域コ
ミュニ
ティ

再開発の進展などにより新しい住民が増加す
るが、町会に加入するとともに、町内活動に
参加するように呼び掛けてほしい。また、町
内には三田春日神社があり、新しい住民も祭
りの運営に協力してほしい。

区民説明
会（芝）

産業・地域
振興支援部

地域振興課

区では、町会・自治会のデジタル化を推進することで、情
報発信力を強化し、今まで情報が届かなかった若年層にも
町会・自治会の魅力が伝わり、新規加入者の増加につなが
るような取組を推進しています。また、各総合支所では、
新たな住民に対して窓口で町会・自治会への加入案内を配
布するなど加入促進を進め、新しい住民の地域活動への参
加を呼びかけています。

2

54
地域コ
ミュニ
ティ

町会では区のチラシなどを配布しているが、
共同住宅を含めた各戸に配ることが負担に
なっている。デジタルサイネージの普及を加
速し、共同住宅ではデータを流すようにすれ
ばよいのでは。

区民説明
会（高
輪）

産業・地域
振興支援部

地域振興課

区では、令和５年度から町会・自治会向けにデジタル回覧
板アプリを導入し、情報の迅速な周知や配布にかかる負担
軽減を進めています。今後も、町会・自治会のデジタル化
や様々な媒体を活用した情報発信を推進し、町会・自治会
の負担軽減に努めます。

3
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55
産業・観
光

商店等への補助金はメリットがないものが多
い。事業所用エアコンの設置助成を利用した
ときも区外の事業者による設置を勧められ
た。商店街の店舗は高齢者の交流場所にも
なっており、客の維持のために値上げをでき
ない店舗を支援すべき。

区民説明
会（高
輪）

産業・地域
振興支援部

産業振興課

区では、人材募集や商店会加盟店舗の設備更新に要した経
費の一部補助など、各店舗にご利用いただける補助事業を
複数実施しておりますが、引き続き区内事業者のニーズ把
握に努め、最大の効果が出せるよう取り組んでまいりま
す。なお、商店等を対象とした補助事業においては、区と
して事業者の紹介は行っておりませんが、誤解を生じない
よう努めてまいります。また、苦境に立つ区内店舗の顧客
や売上の確保のため、二次元コードを活用した消費喚起事
業の実施やプレミアム付き区内共通商品券の発行支援等に
も取り組んでおります。様々な事業を通じ、区内中小事業
者の発展に寄与するよう努めてまいります。

5

56
子ども・
子育て

芝地区は人口が１０％増えると予測してる
が、日本の人口は減少しており、未来を担う
子どもたちが減っていく中で、港区だけ増え
ていくというのは、不安を持たざるを得な
い。

区民説明
会（芝）

子ども家庭
支援部

子ども政策
課

令和５年３月の港区人口推計において、今後の年少人口
（０～１４歳）は、令和１６年まで増加し続けると推計し
ています。引き続き、年少人口の動向を注視しながら、子
育て世帯の不安を解消できるような施策を推進してまいり
ます。

2

57
子ども・
子育て

学校の放課後は教室が空いているので、塾に
通えない子どもたちの勉強を支援する施策を
実施してはどうか。

区民説明
会（麻
布）

保健福祉支
援部

生活福祉調
整課

区では生活困窮世帯の中学生・高校生を対象に、学習支援
事業を区内施設で実施しています。不登校生徒も気軽に参
加できるよう、極力学校を避けた場所を開催場所に選定し
ています。

3

58
子ども・
子育て

区の様々な課題について若者と協議できるよ
うにしてほしい。

区民説明
会（高
輪）

子ども家庭
支援部

子ども若者
支援課

高校生世代の居場所づくり事業では高校生世代と意見交換
会を実施し、また、地区ごとに区長と区政を語る会を実施
するなど、区政の現状や課題について意見交換を行ってお
ります。引き続き、区の未来を担う若者の意見を聞きなが
ら、様々な施策を展開してまいります。

2

59
福祉・保
健

白金台いきいきプラザは工事で一時的に利用
できなくなり、高齢者は集まれなくなるが、
その期間はどのように対応するのか。白金い
きいきプラザまでは距離が遠い。

区民説明
会（高
輪）

高輪地区総
合支所

管理課

白金台いきいきプラザの大規模改修工事の期間中は、入浴
事業については工事中の施設内で継続できるよう浴室を改
修します。介護予防事業などの一部の事業については、近
隣の郷土歴史館等複合施設「ゆかしの杜」にある白金台区
民協働スペースを代替場所として確保し、定期的に実施し
ます。このほか、高輪地区内の他のいきいきプラザで事業
の定員を拡大して対応してまいります。

3

60 区政運営

区のことをあまり知らず、知るきっかけにな
ればと思い参加したが、みんなが楽しく、安
全に暮らせるように引き続き取り組んでほし
い。

区民説明
会（芝浦
港南）

企画経営部 企画課

基本計画が掲げるめざすまちの姿「誰もが住みやすく、地
域に愛着と誇りを持てるまち・港区」の実現に向けて、防
災、子育て、福祉、環境など、様々な分野において施策を
一層推進していきます。

2
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61 区政運営

東京２０２０オリンピック・パラリンピック
競技大会や大阪万博のように、当初より事業
費が増える事例が多くあるが、基本計画の財
源は担保されているのか。

区民説明
会（芝）

企画経営部 財政課

アフターコロナに向けて明るい未来への道筋を示す港区基
本計画を支える財政計画を策定しています。区の歳入の根
幹を成す特別区民税は、ゆるやかな上昇を見込んでいま
す。また、国や東京都の補助金の積極的な確保や基金の効
果的な活用等により、計画事業を着実に実施するととも
に、港区ならではの質の高い行政サービスを提供するため
の財源確保に努めてまいります。

2

62 区政運営

基本計画では、予算が担保されている実施計
画が重要である。予算は区が決めるのか、区
議会が決めるのか。また、予算の編成過程で
区民ミーティングや有識者会議など、区民等
の意見を反映する仕組みはあるのか。

区民説明
会（赤
坂）

企画経営部 財政課

予算は、区長が調製し、区議会の議決を経て成立します。
これまで、平成１９年度から総合支所の予算において、地
域の特性を生かした事業を区民とともに企画立案し、予算
に反映させる仕組みである地域事業を実施するなど、予算
編成における区民参画に取り組んできました。また、毎年
度実施する事務事業評価において、外部の学識経験者を含
めた行政評価委員会による評価を行い、予算に反映させて
います。さらに、令和元年度当初予算から予算編成の過程
を公開し、区民の区政への理解、関心を高め、参画と協働
の一層の推進に努めています。

2

63 区政運営

区として人口をどの程度まで増やしたいの
か。また、人口を増やすための施策と質を上
げるための施策のどちらに力を入れているの
か。

区民説明
会（芝）

企画経営部 企画課

区は人口の目標を設定していませんが、直近の港区人口推
計（令和５年３月）では、令和１３年１月には３０万人に
達する見通しです。こうしたことから、子どもから若者、
子育て世代、高齢者まで、あらゆる世代において、港区に
住みたいと希望する誰もが安心して住み続けることができ
るまちへと発展させるため、防災、子育て、福祉、環境な
ど、様々な分野において施策を一層推進していきます。

2

64 区政運営

「２０４０年問題」もあるが、区は計画期間
終了以降の人口を推計しているか。夜間人口
だけではなく、昼間人口の推移も考慮する必
要がある。

区民説明
会（高
輪）

企画経営部 企画課

人口については、今回の基本計画における計画期間が終了
した後の令和１６（２０３４）年まで推計しています。ま
た、昼間人口においては、国勢調査等の結果に基づき、そ
の推移を把握しています。

5

65 区政運営

区の人口が１６万人だった頃は、公立学校が
なくなることを危惧していた。今回の計画で
は２８万２千人となることを見込んでいる
が、どのくらいまで増えていくと考えている
のか。

区民説明
会（麻
布）

企画経営部 企画課
港区人口推計（令和５年３月）によると、令和１３年１月
には人口が３０万人に達する見通しで、今後も増加傾向が
続くと予測しています。

5
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66 区政運営
旧麻布保育園用地の活用について、この用地
単体で考えるのではなく、地域全体で考えて
はどうか。

区民説明
会（麻
布）

企画経営部
用地・施設
活用担当

旧麻布保育園用地については、地域からの要望の実現や区
の課題解決をめざして、活用策を検討しています。今後、
施設整備を構想する段階において、区民との意見交換の場
を設けるとともに、早期に活用が図れるよう取り組んでま
いります。

2

67 区政運営

旧麻布保育園用地の活用について、仮設の麻
布いきいきプラザが移転したのち、福祉やコ
ミュニティの場として就労施設やシェアハウ
スをつくってはどうか。民間に売却せずに公
共目的で活用してほしい。

区民説明
会（麻
布）

企画経営部
用地・施設
活用担当

旧麻布保育園用地については、地域からの要望の実現や区
の課題解決をめざして、活用策を検討しています。今後、
施設整備を構想する段階において、区民との意見交換の場
を設けるとともに、早期に活用が図れるよう取り組んでま
いります。

2

68 区政運営

都立六本木高校の体育館の裏の空き地につい
て、開発で住民が増えるので、幼稚園の用地
として拡張してはどうか。暫定利用は駐車場
でもいいが、夜間や早朝は出入りできないよ
うにしてほしい。また、複数ではなく、主た
る事業者に一括で貸し出してほしい。

区民説明
会（麻
布）

麻布地区総
合支所

協働推進課

都立六本木高校に連絡したところ、ご指摘の空き地は六本
木高校の敷地であり、授業の一環として現在も利用されて
いるため、頂いた意見のような活用は現時点では難しいこ
とを確認しました。

5

69 区政運営
キャッシュレス決済については、一部の決済
サービスだけでなく、クレジットカードなど
多様な方法で利用できるとよい。

区民説明
会（麻
布）

企画経営部
区役所改革
担当

区では、区民の利便性向上のため、手続等の決済における
キャッシュレス化を進めており、令和８年度までに、あら
ゆる手続のキャッシュレス化を図ることとしています。導
入する決済手法については、年間収納件数や手続の性質、
ランニング経費などを総合的に考慮し、各手続に応じた適
切な決済手法を選定しています。引き続き、手続ごとに適
切な決済手法を導入し、あらゆる手続のキャッシュレス化
を進めてまいります。

2

70 区政運営

区のＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）は他のアカウン
トにリポストなどの反応をしておらず、一方
的な投稿だけでは周知につながらない。投稿
する担当を若年層にしてはどうか。

区民説明
会（高
輪）

企画経営部 区長室

区のＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）は、全庁１８部門でアカウン
トを開設し、各部門が有するタイムリーな区政情報を発信
する目的で運用しています。区のＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）
アカウント間や国や東京都などのアカウントの投稿にリポ
ストすることにより、情報の拡散をしております。また、
ＳＮＳ運用に知見のある広報戦略支援員の助言を得なが
ら、投稿文や画像等の改善を若年層の担当者も含め取り組
んでおり、着実にフォロワー数を増やし、他アカウントか
らのリポストにより情報拡散をしてもらうことができてい
ます。今後も、視認性の高い画像や親しみやすい投稿文で
の投稿をし、区民が興味を持ち区の事業に参加してもらえ
るよう広報に力を入れてまいります。

2
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71 区政運営

区ホームページから観光マップや避難所マッ
プをダウンロードできるようにすべき。民間
の地図アプリなどと連携すると使いやすくな
る。

区民説明
会（麻
布）

企画経営部 区長室

区ホームページでは、港区観光マップや各地区防災マッ
プ、各ハザードマップをＰＤＦデータで閲覧・ダウンロー
ドできるよう掲載しています。また、施設一覧マップにお
いては、民間の地図アプリと連携し、利便性の向上を図っ
ています。

3

72 その他

計画の推進に当たっては、柔軟に改善を加え
ながら進めてほしい。例えば、イベントで人
が集まらないのであれば、内容を変更して更
によいものにしていく努力が必要である。

区民説明
会（芝浦
港南）

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

基本計画の推進は、計画が示す方向性に基づき、各年度に
おいて予算編成を行い、事業を実施しています。予算編成
に当たっては、事業の効果性や効率性等の観点から事業を
評価した上で、見直しやレベルアップを図っています。基
本計画に掲げる施策を着実に実行していくため、ＰＤＣＡ
サイクルを効果的に運用しながら取組を推進していきま
す。

2

73 その他

区民等意識調査について、一般的な調査では
回答率が６０～７０％であれば信頼できる
が、２１．３％は低い。次回は回収率を上げ
る工夫をしてほしい。

区民説明
会（麻
布）

企画経営部 企画課

区民意識調査では５３２人から回答をいただき、今回のサ
ンプリング調査において必要とされるサンプル数（約３８
０人）を確保することができました。次回の計画策定に当
たっては、より多くの人から回答をいただけるよう、周知
方法等の改善を検討していきます。

3

74 その他

素案説明会に若者が参加していない。長期計
画なので若者にとってよい社会をつくる必要
があるが、意見を寄せられるような取組をし
ているか。

区民説明
会（高
輪）

企画経営部 企画課

基本計画の素案の作成に当たり、令和５年７月に高校生世
代までの子どもを対象に子どもアンケートを実施し、１，
９４１人から寄せられた回答を基に「子どもたちが描く未
来の港区」として素案の巻頭で掲載しました。引き続き、
区ホームページ等で若者が意見を寄せやすい環境の充実等
に取り組むとともに、基本計画を着実に推進することで、
未来を生きる子どもたちが夢を抱き、希望あふれる港区の
実現をめざします。

2

75 その他
３年前の素案説明会に参加した際はもっと参
加者数が多かったと思うが、開催の周知はど
のように行ったのか。

区民説明
会（赤
坂）

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

説明会の開催に当たっては、区ホームページ、Ｘ（旧Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ）、ＬＩＮＥによる発信、区設掲示板へのポス
ター掲示、町会・自治会へのチラシ送付、区有施設へのポ
スター掲示などにより周知しましたが、会場によっては参
加者が少ない状況が生じたため、次回の計画策定に向けて
は、各総合支所と連携しながら周知方法の改善を検討して
いきます。

5
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76 その他

広報みなと１１月１１日号に基本計画素案の
記事があるが、二次元コードから区ホーム
ページを閲覧しないとパブリックコメントの
詳細が分からず、素案説明会の日程は紙面に
掲載した方がよかった。

区民説明
会（赤
坂）

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

広報みなとでは、区民説明会を実施する旨を記載し、日程
等の詳細については二次元コードから区ホームページをご
覧いただくようにご案内していましたが、二次元コードの
活用が難しい方もいることから、次回の計画策定に向けて
は、日程の詳細を掲載するなど、記載の見直しを検討して
いきます。

5

77 その他
計画の素案に関して、より多くの人の意見を
聴いた方がよい。素案説明会の周知方法を検
討してほしい。

区民説明
会（赤
坂）

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

説明会の開催に当たっては、区ホームページ、Ｘ（旧Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ）、ＬＩＮＥによる発信、区設掲示板へのポス
ター掲示、町会・自治会へのチラシ送付、区有施設へのポ
スター掲示などにより周知しましたが、会場によっては参
加者が少ない状況が生じたため、次回の計画策定に向けて
は、各総合支所と連携しながら周知方法の改善を検討して
いきます。

5

78 その他
素案説明会の周知に当たり、区設掲示板を活
用すべき。

区民説明
会（赤
坂）

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

説明会の開催に当たっては、各地区の区設掲示板へチラシ
を掲出し、周知を図りましたが、会場によっては参加者が
少ない状況が生じたため、次回の計画策定に向けては、各
総合支所と連携しながら周知方法の改善を検討していきま
す。

5

79 その他
素案説明会のチラシについて、もう少し目立
つように周知し、３年に１回の貴重な機会に
区民が参加できるようにしてほしい。

区民説明
会（赤
坂）

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

説明会のチラシについて、各総合支所、区民センター、い
きいきプラザ、子ども中高生プラザ、スポーツセンターな
どで掲出し、周知を図りましたが、会場によっては参加者
が少ない状況が生じたため、次回の計画策定に向けては、
各総合支所と連携しながら周知方法の改善を検討していき
ます。

5

80 その他
素案説明会に３名しか参加していないため、
全１１回の開催回数を減らしてでも参加者数
が増えるように工夫した方がよいのでは。

区民説明
会（赤
坂）

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

説明会の実施に当たっては、各地区で平日夜間と土日祝日
の計２回開催するとともに、台場地区で１回開催し、合計
１１回開催しましたが、会場によっては参加者が少ない状
況が生じたため、次回の計画策定に向けては、各総合支所
と連携しながら周知方法の改善を検討していきます。

5

81 その他

素案説明会で素案の冊子を配布しているが、
廃棄されるため、環境負荷軽減の観点からも
ペーパレス化してはどうか。若い人が町会に
参加しているが、紙媒体の必要性は低く感じ
る。

区民説明
会（高
輪）

企画経営部 企画課

基本計画の素案の冊子について、以前は庁内の各部門に紙
媒体で配布していましたが、電子データで共有することで
印刷部数を削減しました。このたびの説明会においては、
高齢者などデジタルの活用が難しい方もおり、また、電子
機器の準備など課題もあることから、冊子を配布しました
が、次回の基本計画の策定に向けては、環境負荷低減の視
点などを踏まえながら、実施手法を検討していきます。

5
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※掲載順は、主な該当分野ごとにまとめ、同種の区民意見別に並べた上で、対応状況の順に掲載しています。

部 課

1 街づくり

エリアマネジメントの推進について、開発事
業者は自身の資金で事業を進めているため、
神宮外苑の再開発のように木を伐採すること
になる。住民が参加しながら進めていかない
と価値のないものになってしまう。

１
街づくり
グループ

街づくり支
援部

都市計画課

政策１施策２の主な取組２「エリアマネジメントの推進」
において、地域住民、企業、地域団体などと連携し、地域
の個性を生かしたにぎわいづくりなど、地域の魅力・価値
を向上させる地域主体のエリアマネジメント活動を促進す
る旨を示しています。

2

2 街づくり

エリアマネジメント活動について、エリアマ
ネジメント団体にコーディネーターを配置し
て取組が進むとよい。また、水辺の散歩道の
整備にも関わるが、計画段階だけでなく、実
施段階でも区民が関われるように、機会をつ
くってほしい。

１
街づくり
グループ

街づくり支
援部
芝浦港南地
区総合支所

都市計画課

まちづくり
課

政策１施策２の主な取組２「エリアマネジメントの推進」
において、地域住民、企業、地域団体などと連携し、地域
の個性を生かしたにぎわいづくりなど、地域の魅力・価値
を向上させる地域主体のエリアマネジメント活動を促進す
る旨を示しています。また、エリアマネジメント活動の進
め方は地域によって様々ですが、地域の主体が連携し、地
域の個性を生かした活動を促進してまいります。水辺の散
歩道である運河沿緑地では、アドプト制度により地域の
方々が花壇づくりを行っています。引き続き、区民参加の
機会を継続していきます。

2

3 街づくり
空き家対策はどのように進めていくのか。区
はマンションが多いため、空き家は問題に
なっていないのか。

１
街づくり
グループ

街づくり支
援部

住宅課
港区では約９割の世帯が共同住宅に居住しており、区民の
主要な居住形態となっていますが、空き家については住宅
の形態に関係なく、動向を注視してまいります。

5

4 街づくり
道路通報システムはとても見やすくよいもの
であるが、区民に知られておらず周知すべ
き。

１
街づくり
グループ

街づくり支
援部

土木課
道路通報システムについて、他自治体の動向を踏まえなが
ら、システムの機能更新の機会を捉えて効果的な情報発信
方法を検討してまいります。

2

5 街づくり

道路通報システムについて、稼働から１年半
で投稿数が５０件程度なのは少ない。他のア
プリも集約し、ひとつのアプリを港区独自に
つくってはどうか。

１
街づくり
グループ

芝地区総合
支所

土木課

各アプリについて、それぞれの所管課が目的に応じて、作
成、提供しています。道路通報システムについては、今後
も更新の際に機能の充実を図れるよう検討するとともに、
全体の統合等につきましては今後の検討とさせていただき
ます。

5

区の考え方等
対応
状況

区民意見 区分
回答部署

みなとタウンフォーラム説明会での意見

No
主な該当

分野

【対応状況欄の凡例】
１ 意見を反映し、計画素案を修正したもの ２ 計画素案の記載の中で趣旨を反映しているもの
３ 計画素案では記述していないが、既存事業等で対応しているもの
４ 意見の内容が対応できないもの ５ 区政に対する要望等として受けたもの
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部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当

分野

6 街づくり

散歩マップは高齢者が見ることが多いと思う
が、ホームページだけでなく公園などにも設
置できないか。運河沿いに地図があるよう
に、現地にあった方がよい。

１
街づくり
グループ

街づくり支
援部

土木課
運河沿緑地はパンフレット「港区の公園」に掲載していま
す。ホームページのほか、土木課、各総合支所まちづくり
課、公園の管理事務所で配布しています。

3

7 街づくり

オンラインでクリックするだけで、ベンチ
マップや散歩マップなどを切り替えられるよ
うに、ひとつのアプリにまとめるべき。例え
ば、どんなベンチか分かるような仕掛けもよ
い。

１
街づくり
グループ

街づくり支
援部

地域交通課

ベンチマップについては区ホームページに公開しており、
随時更新を行うことで区民や来街者に情報提供を行ってい
ます。また、ベンチの詳細情報等の掲載については、今後
検討してまいります。

5

8 街づくり
政策３施策２の成果指標の放置自転車の台数
はどのように設定したのか。

１
街づくり
グループ

街づくり支
援部

地域交通課
区では毎年、駅前放置自転車台数調査を実施しています。
過去の放置自転車台数の推移や直近の実績に基づき、目標
を設定しています。

2

9
防災・生
活安全

私自身、防災協議会に入り、地域で活動して
いる中で考えていたことと、実際に現場で
行っていることとの差を感じている。基本計
画は実行しつつ、適宜、マイナーチェンジを
しながら進めてほしい。

２
防災・生
活安全グ
ループ

防災危機管
理室

防災課

港区基本計画の取組を着実に推進するとともに、災害発生
状況等を踏まえながら、地域防災協議会等との連携を進め
る中で、実状に合わせた取組を適宜検討し、地域防災力の
強化につなげてまいります。

2

10
防災・生
活安全

防災に関するチラシやＳＮＳを用いた情報発
信が目に付くようになってきた。今後、認知
する人も増えると感じており、引き続き取り
組んでほしい。

２
防災・生
活安全グ
ループ

防災危機管
理室

防災課
引き続き広報みなとやＳＮＳを活用した情報の発信に取り
組み、防災知識の普及・啓発に努めます。

2

11
防災・生
活安全

地域と地域をつなぐ仕組みがあるとよい。横
串の視点で、地域間でも発災時にお互いが助
け合うようなつながりが平時からあると、よ
り地域の防災力が高まるのではないか。

２
防災・生
活安全グ
ループ

防災危機管
理室

防災課
各避難所の運営を担っていただく地域防災協議会に対し、
他の避難所の訓練内容などを共有するなど、区が地域と地
域をつなぐ役割を務めてまいります。

2

12
防災・生
活安全

１１月にテレビ局と連携して防災フェスが開
催されたが、他のテレビ局とも連携を広げれ
ば、より盛り上がったのではないか。

２
防災・生
活安全グ
ループ

防災危機管
理室

防災課

区内の報道機関との連携については、各地区で行う総合防
災訓練などで連携し実施することは可能です。今後も、多
様な地域住民が参加しやすく、地域特性を踏まえた内容を
充実するために、関係団体等と連携し、実施します。

2
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13
防災・生
活安全

防災ポータルに期待している。現在、防災ハ
ザードマップについては、土砂災害など災害
の種類ごとにつくられているが、ひとめで分
かるようにレイヤーで見られるようにできな
いか。

２
防災・生
活安全グ
ループ

街づくり支
援部

都市計画課

区ホームページから閲覧できる「港区都市計画情報提供
サービス」に各種ハザードマップを掲載いたします。この
ことにより、調べたい各地点の液状化、揺れやすさ、津
波、浸水、高潮浸水、土砂災害のハザード情報をレイヤー
表示により切り替えて閲覧することが可能となります。ま
た、閲覧データの印刷やＰＤＦのダウンロードも可能で
す。令和６年４月から運用開始の予定です。

3

14
防災・生
活安全

防犯カメラ貸与事業について、区に相談をし
たがその後連絡がなくなってしまい、どのよ
うに対応をしているのか。

２
防災・生
活安全グ
ループ

防災危機管
理室

危機管理・
生活安全担
当

ご相談いただいた際は、まず現地にて状況を確認するな
ど、ご相談者様と打合せをさせていただきます。設置場所
等が確定した場合、訪問日時を調整の上、設置業者ととも
に作業にお伺いさせていただいております。それまでの間
に、設置場所や設置日時の調整等でお時間を要してしまう
場合もあることから、ご相談者様にはご迷惑をお掛けして
しまうこともありますが、引き続き丁寧な対応を心掛けて
まいります。

3

15
防災・生
活安全

サスティナブルに力を入れている企業もあ
り、企業ごとに特色があるので、防災面から
も持続性を高める視点から企業との連携につ
ながっていくとよい。

２
防災・生
活安全グ
ループ

防災危機管
理室

防災課

区では災害時に民間事業者と連携するために、様々な業種
の事業者と１５０以上の災害時協力協定を締結していま
す。令和５年９月２日にみなとパーク芝浦で実施した関東
大震災１００年継承プロジェクト「防災を学ぶ日」におい
ては、民間企業やＮＰＯ法人など、２３団体がブース出展
やパネル展示、防災講演等に協力いただくなど、多くの事
業者と連携した事業を展開しています。今後も、様々な業
種の事業者等と協定を締結することで、連携を強化・推進
してまいります。

3

16
防災・生
活安全

携帯トイレの配布について、ポストに入った
ままになっている世帯もあり、防犯の面で課
題があるのではないか。

２
防災・生
活安全グ
ループ

防災危機管
理室

防災課
配送事業者へ伝え、改善策の検討などについて指示しまし
た。

5

17
環境・リ
サイクル

千代田区はテナントが入らない民間ビルの１
階を喫煙所にしているケースがあり、そのた
めか、路上で吸い殻を見たことがなく参考と
すべき。

３
環境・リ
サイクル
グループ

環境リサイ
クル支援部

環境課
区においても屋内喫煙所設置費等助成制度を設け、屋内喫
煙所の設置費と維持管理費を助成することで、空きテナン
ト等を活用した喫煙所の設置を促しています。

2
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18
環境・リ
サイクル

路上喫煙について、罰金を科している自治体
もあるが、区はどのように考えているか。吸
い殻が落ちている印象があり、特に路地の橋
などに多いように感じており、過料も必要で
はないか。違反回数を明示する仕組みや広告
機構とタイアップした啓発などに取り組むべ
き。

３
環境・リ
サイクル
グループ

環境リサイ
クル支援部

環境課

過料等の罰則規定は設けず、みなとタバコルール巡回指導
員による指導や近隣喫煙場所の案内等を粘り強く行って
「みなとタバコルール」の周知・啓発に努めています。現
時点では、条例の厳格化、罰則付きとする予定はありませ
んが、今後、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた
啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等を調査
し、様々な手法を参考にしながら、対応を検討してまいり
ます。

5

19
環境・リ
サイクル

異常気象などの環境の変化が顕著となる中
で、次に新型コロナウイルスのような危機が
あった際、環境面において区はどのように対
応するのか。

３
環境・リ
サイクル
グループ

環境リサイ
クル支援部

地球温暖化
対策担当

自然災害リスクの軽減や、区民の安全・安心と快適性の確
保に向けて、港区環境基本計画に包含する「港区気候変動
適応計画」を定めております。地球温暖化に伴う気候変動
に起因すると指摘されている水害、土砂災害をはじめとす
る自然災害の激甚化や食糧不足、熱中症、感染症等の疾病
リスクの増大などが懸念される状況に対応できる環境を整
備するための取組を推進していくものとしており、今後、
危機が生じた際にも、状況に応じた適切な環境施策を展開
してまいります。

3

20
環境・リ
サイクル

再開発事業等において区が事業者に対して緑
化指導をするが、猛暑の時、休憩のために大
規模建築物敷地の緑地帯に腰を掛けていた
ら、警備員に追い出された。区の指導とはど
ういうものなのか。

３
環境・リ
サイクル
グループ

環境リサイ
クル支援部

環境課
区では、より良い環境づくりのため、敷地面積２５０㎡以
上の建築計画がある際、緑化指導を行い、区の基準を満た
した緑化計画書の提出を求めています。

5

21
環境・リ
サイクル

降雨時における東京湾の水質悪化について、
改善に向けて東京都とどのように連携してい
るのか。

３
環境・リ
サイクル
グループ

環境リサイ
クル支援部

環境課

区は東京都に対して、雨水貯留施設や水再生センターにお
ける高度処理施設等の整備、河川の浚渫工事の促進など、
都市河川等の水質改善への取組を促進すること、また、雨
天時の下水の越流水を抑制するための施設建設を促進する
ことについて要望しています。また、令和３年１１月５日
に行われた「知事と区市町村長との意見交換会」で、区長
から都知事へ、下水道の施設整備、貯留施設を整えること
等を要望しています。

5

22
地域コ
ミュニ
ティ

今回のみなとタウンフォーラム提言を踏まえ
て、町会のデジタル化支援の取組に関連する
施策の成果指標について、デジタル化に関す
るものに見直さないのか。

４
地域コ
ミュニ
ティグ
ループ

産業・地域
振興支援部

地域振興課

町会・自治会のデジタル化は町会・自治会役員の負担軽減
を目的の一つとしています。デジタル化により一人の役員
が担う業務を簡素化することで、役員の不足感を軽減する
ことができると考えているため、現在の指標を継続してい
ます。

2

39



部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当

分野

23
地域コ
ミュニ
ティ

民生委員とボランティアなどの横の連携が不
足しているので、民間企業の力も借りなが
ら、情報発信という点からもつながりを強固
にしてほしい。

４
地域コ
ミュニ
ティグ
ループ

産業・地域
振興支援部

地域振興課

区では各総合支所において、地域情報の可視化につながる
情報発信や、企業等を含めた様々な媒体を活用した情報発
信を強化し、活動主体同士のつながりを促進していきま
す。

2

24
国際化・
文化

国際交流では、日本人の関わりも大切であ
る。文化共生ややさしい日本語の取組を学ん
だが、もっと日本人が国際交流に関わってい
くべきだと感じた。

５
国際化・
文化グ
ループ

産業・地域
振興支援部

地域振興課

国際化推進プランが掲げる成熟した「国際都市・港区」を
実現するため、区民の国際意識の向上施策として、日本語
学習者をはじめとする外国人が積極的に地域活動に参画で
きるよう、町会・自治会等へ「やさしい日本語」の研修を
行うなど、外国人の受入れ環境を整備します。

2

25
産業・観
光

産業や観光に対して提言したが、成果指標は
もっと細かい方がよい。計画目標値はもっと
上方修正してもよいのでは。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

産業振興課
令和５年度の実績見込みや今後の取組を踏まえ、修正しま
す。

1

26
産業・観
光

ビジネスコンペの推進役は誰が担うのか。ビ
ジネスマッチングに優れ、専門性のあるもの
が担うべき。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

産業振興課

ビジネスコンペの推進役は産業振興センターの指定管理者
が担います。当該指定管理者は、オープンイノベーション
事業やスタートアップ支援に優れた知見や実績を有してお
り、高い専門性を生かしてビジネスコンペ等の事業を推進
していきます。

2

27
産業・観
光

スタートアップや中小企業（第二創業）が活
躍できる環境整備を提言したが、第二創業に
ついてもスタートアップの取組に含まれてい
るのか。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

産業振興課
第二創業への支援は、政策１１施策１の主な取組２「ス
タートアップ支援」及び政策１１施策２の主な取組４「事
業承継の支援」に含まれています。

2

28
産業・観
光

スタートアップが単独では難しい事業者をど
のようにマッチングするのか。プランニング
ミーティングなど、積極的かつ具体的に取組
を検討してほしい。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

産業振興課

区と産業振興センターが、区内に集積する大企業やスター
トアップ支援施設、投資機関、大学、大使館等と「共創
パートナー」として連携・協力し、交流会やマッチングイ
ベント等の開催につなげていきます。

2

29
産業・観
光

中小企業の人材確保についてもしっかりと取
り組んでほしい。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

産業振興課
中小企業の人材確保は重要な経営課題と認識しており、こ
れまでの取組を拡充して支援していきます。

2

30
産業・観
光

シティプロモーションは、どの程度の規模ま
で実現可能なのかは、ＭＩＮＡＴＯシティプ
ロモーションクルー認定事業者に委ねること
になってしまうのではないか。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

シティプロ
モーション
担当

シティプロモーションは、ＭＩＮＡＴＯシティプロモー
ションクルー認定事業者だけでなく、区職員のほか、区
民、企業、団体など、多様な主体の参画による協働型プロ
モーションです。多様な主体との連携を強化することで、
一層広範囲なプロモーションを実現してまいります。

2
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31
産業・観
光

浜松町駅にあった観光案内所は工事に伴いど
うなっているのか。浜松町駅から増上寺の歩
道には外国人が多くいるため、沿道に観光案
内所を設置してはどうか。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

観光政策担
当

東京モノレール浜松町駅に設置している観光インフォメー
ションセンターは、駅改修のため有人窓口を一時閉鎖して
います。令和５年度からは無人窓口として観光冊子の設置
のみ運営しています。浜松町駅から増上寺までの経路に観
光案内所を設置することについては、民間事業者との協働
による設置を検討します。

2

32
産業・観
光

ナイトタイムエコノミーについて、区は補助
や支援する立場ではなく、主体となって取り
組むべき。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

観光政策担
当

港区のナイトタイムエコノミーの活性化のためには民間事
業者の力の活用が不可欠と考えております。今後も補助に
よる支援を継続するとともに、区内関係機関や近隣区との
意見交換の場を設け、ナイトタイムエコノミーに関する事
業の連携や民間の営業時間の拡大等の実現に向けた支援を
検討します。

2

33
産業・観
光

観光政策について、区がリードし、区が主導
で進めてほしい。ツアーなどのように一過性
の取組ではなく、伝統文化交流館を活用する
など、交流の場があるとよい。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

観光政策担
当

港区観光ボランティアガイド等との連携により外国人観光
客が日本の文化を体験しながら、地域住民と交流できる機
会を創出します。また、伝統文化交流館などを生かした外
国人との交流の場づくりについて検討します。

2

34
産業・観
光

シンガポールやドバイでは噴水ショーなどを
行っている。民間だけではなく、区として目
玉となるスポットをつくる計画はあるか。

６
産業・観
光グルー
プ

産業・地域
振興支援部

観光政策担
当

区として目玉となるスポットをつくる計画はありません
が、区有施設を活用したイベントの実施による観光振興に
ついて検討します。

5

35
子ども・
子育て

保育園の種別を問わず、可能な限り互いに刺
激を受け合えるように、区からも交換研修へ
の参加を呼び掛けてほしい。

７
子育て・
教育グ
ループ

子ども家庭
支援部

子ども政策
課

区では、認可保育園のみならず、認可外保育施設に対して
も研修参加の周知をしていることに加え、私立保育園等に
対して区立保育園の公開保育を実施するなど、保育施設の
種別を問わず、保育士等の資質の向上策を推進していま
す。引き続きこれらの取組により、区全体の保育の質の向
上に取り組んでまいります。

2

36
子ども・
子育て

保育の量だけでなく、質の向上も進めてほし
い。

７
子育て・
教育グ
ループ

子ども家庭
支援部

子ども政策
課

近年の保育施設の増加により、顕在化した保育の質の課題
に対応していくため、新規の取組として東京大学大学院等
と連携しながら質の向上を図っていく「多様な主体との連
携による保育の質の向上策の推進」（政策１７施策２の主
な取組１）を計上しました。本取組を中心とした様々な施
策により、区全体の保育の質の向上を図ってまいります。

2
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37
子ども・
子育て

公立幼稚園に空きがあると聞いており、子育
て世帯の働き方から保育園の方が需要がある
のではないか。幼稚園と保育園、両方の機能
を併せた施設をつくる予定はあるか。

７
子育て・
教育グ
ループ

子ども家庭
支援部

子ども政策
課

幼稚園と保育園の機能を併せ持つ認定こども園の整備につ
いては、すでに認定こども園がある芝浦港南地区以外の各
地区に１園ずつの整備をめざしておりますが、保育施設に
て定員に対する空きが出ている現況を踏まえ、今後もその
動向を注視しながら、認定こども園の整備について引き続
き検討してまいります。

2

38 教育

海外修学旅行について、区の財政状況が悪く
なった場合は中止となるのか。修学旅行先を
海外とすることは反対だが、財政状況が悪く
なった場合に中止にしてしまうと、海外に海
外に行くことができた世代との公平性がなく
なってしまう。

１
街づくり
グループ

企画経営部 財政課

区は、いかなる社会経済情勢にあっても、港区基本計画に
計上する計画事業を着実に実施するため、財政計画を策定
しております。特別区民税等の収納率向上や国、東京都な
どの補助金の積極的な活用、基金の計画的な活用により、
財源の確保に取り組んでまいります。

2

39 教育

海外修学旅行について、シンガポールは英語
といってもシングリッシュである。シンガ
ポールを選択した理由として、日系企業が多
いことを挙げているが、生徒を助けてくれる
わけではなく、大きい事故があった場合も不
安である。

１
街づくり
グループ

学校教育部
教育指導担
当

海外修学旅行の行先については、英語が公用語であるこ
と、多様な文化を体験できること、移動時間が短いことな
ど、総合的に判断してシンガポールとしました。日系企業
が多いことは、現地での事故や緊急対応が起こった際に、
日本語での支援を受けることができる環境があることにつ
ながります。その安全性の高さから、シンガポールは日系
旅行会社の修学旅行取扱人数第一位の方面となっていま
す。

5

40 教育
海外修学旅行について、修学旅行に行く当事
者からはどのような意見が寄せられているの
か。

７
子育て・
教育グ
ループ

学校教育部
教育指導担
当

区立中学校に在籍する２年生を対象に行ったアンケート調
査では、現地での体験学習や友人との宿泊体験を楽しみに
している声が多くあがりました。一方で、自身の英語が通
じるか、食事が合うか、飛行機に酔わないかなど、不安の
声もありました。

5

41 教育

道徳教育の必要性を議論したが基本計画に反
映されていない。それどころか、ＬＧＢＴを
強調し、道徳教育の重要性が欠如している。
いじめは多様性の理解の欠如ではなく、ま
た、人権教育は道徳教育と同等ではない。提
言した「いじめについて考える日」などはど
うなったのか。

７
子育て・
教育グ
ループ

学校教育部
教育指導担
当

教育委員会では、これまでも道徳教育を推進するために、
港区独自の副読本の発刊や、道徳教育推進教師対象の研修
を強化するなど、道徳教育の充実に努めてきました。ま
た、年３回をふれあい（いじめ防止強化）月間とし、各学
校がいじめの状況について総点検を行い、子どもたち自身
がいじめについて考え、いじめ未然防止に取り組んでいま
す。引き続き、道徳教育の充実を図ってまいります。

5

42



部 課
区の考え方等

対応
状況

区民意見 区分
回答部署

No
主な該当

分野

42 教育
豊かな心の醸成について、道徳教育が重要で
あり、先人に学ぶことや国・地域を愛する心
の醸成などが必要である。

７
子育て・
教育グ
ループ

学校教育部
教育指導担
当

教育委員会では、学習指導要領がめざす「考え、議論する
道徳」を全小・中学校で展開し、子どもたちの豊かな心の
育成に取り組んでおります。また、港区副読本「ふるさと
～みなと～」を発行し、道徳授業で活用することをとおし
て、国に功績を残した人物や、港区にゆかりのある先人に
学ぶ機会を設け、国や地域を愛する心を育んでいます。

5

43 教育

道徳教育の更なる拡充について、新規で取組
に計上すべき。不登校については新規で設け
る必要性はなく、喫緊の課題は児童・生徒の
心の問題である。

７
子育て・
教育グ
ループ

学校教育部
教育指導担
当

教育委員会では、これまでも道徳教育の充実に向け、「道
徳教育推進教師連絡会」における教員研修を実施していま
す。また、道徳授業地区公開講座の内容の工夫・改善を図
り、家庭、学校、地域社会が連携して、道徳教育を実施し
ています。今後も、研修等をとおして、区立学校における
道徳教育のさらなる充実を図ってまいります。

5

44 教育
教員を対象とした研修が多いが、負担になっ
ていないか。

７
子育て・
教育グ
ループ

学校教育部
教育指導担
当

教育委員会では、多様な教育課題に対応できるよう教職員
の資質・向上に向けた研修を行っています。今後、教員の
負担感が減らせるよう、研修の時間や内容について検討し
てまいります。

5

45
生涯学
習・ス
ポーツ

子どもがスポーカルに参加しており、大変助
かっている。運営はボランティアが担ってい
るが、大変だと思うので謝礼を渡してはどう
か。

８
生涯学
習・ス
ポーツグ
ループ

教育推進部
生涯学習ス
ポーツ振興
課

総合型地域スポーツ・文化クラブ（スポーカル）は、参加
者からの会費等により、地域住民が自主的・主体的に運営
するクラブであり、その運営は各クラブごとに行っていま
す。なお、教育委員会では、スポーカルに対し、設立準備
を支援し、設立から５年間は運営経費に対して補助金を交
付しています。そのほか、各スポーカルの活動の周知等、
活動の活性化を支援しています。

3

46
福祉・保
健

カームダウン・クールダウンスペースの設置
に向けて、引き続き検討を進めてほしい。

９
福祉・保
健グルー
プ

保健福祉支
援部

障害者福祉
課

障害者が安心して生活できるよう、区役所本庁舎など、多
くの人が訪れる区有施設において、障害者等が一時的に気
分を落ち着かせるためのスペースの設置に向けた検討を進
めます。

2

47
福祉・保
健

筋肉量が落ち、体力の向上をあきらめる高齢
者が多いと感じる。こうやればよくなること
を気付かせ、やる気を起こすことが大事で
は。特に男性は運動プログラムへの参加が少
ない。

９
福祉・保
健グルー
プ

保健福祉支
援部

高齢者支援
課

高齢者が健康で自立した生活を送るための支援に関する
様々な取組を基本計画に盛り込んでおり、これらを着実に
実行し、介護予防・フレイル予防の普及・啓発に努めま
す。

2
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48
福祉・保
健

アメリカでは障害児が大学に行ける機会があ
り、自身の強みやできることを見つけ、就労
につながっている。支援サービスを受けず、
社会的なコスト減にもつながっているので、
取組を検討してほしい。

９
福祉・保
健グルー
プ

保健福祉支
援部

障害者福祉
課

特別支援学校の生徒は、本人の希望をもとに保護者や進路
担当の先生と相談し、進路先の実習などを通して、自分に
合った進路を決定しています。その進路や卒業後の生活の
参考となるよう、障害者福祉課の職員が特別支援学校に伺
い、区内の通所施設に関する情報や卒業後に利用できる制
度などについて説明を行っています。引き続き、特別支援
学校の生徒が自分らしい進路を選択できるよう、必要な情
報を適切に提供するとともに、地域で活用できる資源につ
いて情報収集に努めてまいります。

2

49
福祉・保
健

パートナーが亡くなった後、残った方を精神
的に支えられるような取組を具体化してほし
い。

９
福祉・保
健グルー
プ

みなと保健
所

健康推進課

区では、こころの健康づくりや病気に関する相談に保健師
が対応しています。また、継続的な相談には地区の担当保
健師が対応しています。パートナーや大切な人を亡くした
時の悲嘆や喪失感は耐え難いものです。保健所や福祉総合
窓口の保健師がつらい気持ちを受け止め、相談者の希望に
応じ、グリーフケアを実施する社会資源などを紹介してい
ます。今後も遺された方の気持ちに寄り添いながら対応を
してまいります。

3

50 区政運営
基本計画をつくり、区として取組を進めてい
くことは大変評価しているが、民間企業など
地域資源を一層活用してはどうか。

２
防災・生
活安全グ
ループ

企画経営部
連携協創担
当

区では、企業等の民間の持つ知見、発想力、ネットワーク
等を活用した取組を創出し、質の高い区民サービスにつな
げるため、区政の幅広い分野で企業との連携を推進してい
ます。本計画においても、社会状況の変化に対応し、多様
化・複雑化する区民ニーズに迅速かつ的確に対応するた
め、企業等の「民間」の力を最大限生かす連携に取り組ん
でまいります。

2

51 区政運営

基本計画に基づいてどのように事業を予算編
成していくのか。また、予算事業について、
基本計画のどの政策・施策に該当するか分か
るように示しているか。

４
地域コ
ミュニ
ティグ
ループ

企画経営部 財政課

区は、予算の説明資料として、毎年、予算概要を作成する
とともに、決算を説明する資料として主要施策の成果を作
成し、港区基本計画における政策及び施策に基づいた事業
の成果をお知らせしています。

2

52 区政運営

基本計画は今後の方向性を示すものだと思う
が、具体的な取組はどのように進めていくの
か。取組を実行し、チェックして改善につな
げていくことで、区がよりよいものになると
よい。

９
福祉・保
健グルー
プ

企画経営部 企画課

基本計画の推進は、計画が示す方向性に基づき、各年度に
おいて予算編成を行い、事業を実施しています。予算編成
に当たっては、事業の効果性や効率性等の観点から事業を
評価した上で、見直しやレベルアップを図っています。基
本計画に掲げる施策を着実に実行していくため、ＰＤＣＡ
サイクルを効果的に運用しながら取組を推進していきま
す。

2
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53 区政運営
政策の成果指標について、なぜ満足度が高く
なったのか。また、計画目標値を上方修正し
ているが、上昇幅が小さいのではないか。

１
街づくり
グループ

企画経営部 企画課

政策の成果指標である区民満足度については全ての政策で
向上しており、コロナ禍で厳しい社会経済情勢に直面する
中でも、区として積極的に支援等を行ったことが満足度の
向上につながったと考えています。このような動向は一時
的なものである可能性もあることから、目標値の再設定に
当たっては、当初設定していた上昇幅を改定計画において
もめざすこととしました。

2

54 区政運営

区で取り組んでいる事業の周知不足を感じて
いる。区民に対しても基本計画をとおしてだ
けでなく、積極的に情報提供をしていただき
たい。

４
地域コ
ミュニ
ティグ
ループ

企画経営部 区長室

区の取組を広く区民に届けられるよう、区ホームページや
広報みなと、デジタルサイネージ、ケーブルテレビに加
え、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）やＬＩＮＥといったＳＮＳな
ど多様な媒体を積極的に活用するとともに、各広報媒体を
組み合わせ、周知効果を最大化できるよう戦略的に情報発
信してまいります。

2

55 区政運営

デジタルサイネージを公園に設置して情報発
信していると思うが、バス停での発信に加
え、設置や維持のコストが高いため、民間の
設置しているデジタルサイネージを活用でき
るように協力を要請してはどうか。

１
街づくり
グループ

企画経営部 区長室

区は、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社との協定
に基づき、区内の公園に電子ペーパーサイネージ付き自販
機を設置し、災害情報やイベント情報等を発信していま
す。また、デジタルサイネージを保有する民間事業者と連
携し、商業施設やマンション等でも区政情報を発信してい
ます。引き続き、民間事業者との連携を図り、より広く区
民に情報を届けられるよう努めてまいります。

3

56 区政運営

国、東京都、区で垣根があり、この垣根を超
えて一体的に進めれば、もっとコストダウン
しながらよりよいサービスにつなげられるの
ではないか。

３
環境・リ
サイクル
グループ

企画経営部 企画課

国及び地方自治体は、地方自治法等に基づき、それぞれの
役割分担のもとで事務を処理しています。一方で、それぞ
れが同種・類似の事務を行うことにより、住民の利便性が
損なわれることや、行政上の非効率を招いてしまうことが
あります。区は、国や東京都と緊密に連携、協力を図り、
効果的かつ効率的な区民サービスの提供に努めていきま
す。

3

57 区政運営

基本計画は全庁の基盤として大切だが、実際
の現場でニーズに即応した取組を毎年度考え
ていくことが必要である。各総合支所におい
て地域ごとの特性を生かして柔軟に取り組め
る体制を整えてほしい。

４
地域コ
ミュニ
ティグ
ループ

企画経営部
各総合支所

企画課
協働推進課

区は、地域の課題を地域で解決し、地域の魅力をより高め
るため、基本計画と併せて各地区において「地区版計画
書」を策定し、各総合支所が独自に地域事業を定めて取り
組んでいます。また、各総合支所では区民参画組織を設置
し、地域の魅力発信や地域情報紙の発行、高齢者の生きが
いづくりなど、区民とともに事業を考え、一緒に取組を進
めています。引き続き、各地区における地域特性や区民
ニーズを踏まえながら取組を推進していきます。

3
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58 区政運営
産業などの分野別に、区の職員と一緒に取組
を検討する行動チームを公募してはどうか。

６
産業・観
光グルー
プ

企画経営部 企画課

区は、事業の実施に当たり、日頃から寄せられる区民意見
を踏まえるとともに、各総合支所では区民が区政に参加し
やすい環境を整えるため区民参画組織を設置するなど、事
業の性質を踏まえながら区民参画の機会を設けています。
今後も、事業を執行する段階において積極的に区民参画を
呼び掛けていきます。

5

59 区政運営
人口は増えていると思うが、子どもは減って
きているのではないか。

１
街づくり
グループ

企画経営部 企画課
港区人口推計（令和５年３月）によると、令和４年２月以
降の年少人口（０歳から１４歳までの人口）は、総人口の
増加率よりは低いものの、増加傾向となっています。

5

60 その他

みなとタウンフォーラムのファシリテートに
ついて、委託事業者に任せる範囲を再検討し
てほしい。区職員も参加者に寄り添った進行
をしており、役割を担うことができるのでは
ないか。

２
防災・生
活安全グ
ループ

企画経営部 企画課

みなとタウンフォーラムの運営に当たっては、効果的に参
加者の意見を引き出し、会議を円滑に運営できるよう、委
託によりファシリテーターを進行役として配置しました。
グループによっては、議論の内容に専門性が必要な内容も
あったことから、次回の計画策定に向けては、区職員との
役割も含めて進行方法の見直してを検討していきます。

5

61 その他

みなとタウンフォーラムに参加したが、計画
に基づいてどのような取組が行われたのか
フィードバックされる機会をつくってほし
い。それも地域コミュニティのひとつの形な
のではないか。

４
地域コ
ミュニ
ティグ
ループ

企画経営部 企画課
みなとタウンフォーラムの提言を基にどのような取組を実
施したのかが分かるように、参加者へのフィードバック方
法について検討を行います。

5
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